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            ─────────────────── 

出席議員 

    議 長   茅 根   猛 君     副議長   山 口 恒 男 君 

     １番   藤 田 謙 二 君      ２番   赤 堀 平二郎 君 

     ３番   木 村 郁 郎 君      ４番   深 谷   渉 君 

     ５番   鈴 木 二 郎 君      ６番   平 山 晶 邦 君 

     ７番   益 子 慎 哉 君      ８番   菊 池 伸 也 君 

     ９番   深 谷 秀 峰 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   荒 井 康 夫 君     １２番   成 井 小太郎 君 

    １４番   片 野 宗 隆 君     １５番   福 地 正 文 君 

    １７番   川 又 照 雄 君     １８番   後 藤   守 君 

    １９番   黒 沢 義 久 君     ２０番   沢 畠   亮 君 

    ２１番   髙 木   将 君     ２２番   宇 野 隆 子 君 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

    教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

    政策企画部長  佐 藤   啓 君    市民生活部長  川 上 明 文 君 

    保健福祉部長  安 田   隆 君    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君 

    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君 

    上下水道部長  鈴 木 則 文 君    消 防 長  福 地 壽 之 君 

    教 育 次 長  山 崎 修 一 君    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君 

    総 務 課 長  荻 津 一 成 君    監 査 委 員  中 村   弘 君 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  吉 成 賢 一      主査兼議事係長  関   勝 則 

    総 務 係 長  榊   一 行 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○議長（茅根猛君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２１名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承願います。１４番片野宗隆君，以上１名で

あります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２４年第１回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 



 １０

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○議長（茅根猛君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

   １１番   荒 井 康 夫 君    １５番   福 地 正 文 君 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○議長（茅根猛君） 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告をいたします。去る１月２４日，神栖市において茨城県

市議会議長会が開催されました。会議内容については，お手元に配付いたしました報告書により，

ご承知願います。 

 次に，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を１２月議会で議決いたしておりまし

たが，報告については，２月２０日の全員協議会においいて報告がありましたとおりでございま

す。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２３年常陸太田市事務に関する説明書が配付

されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２３年１２月及び平成２４年１月，２月の例月現金出納検査の結果

について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

 政策企画部長  佐 藤   啓 君    市民生活部長  川 上 明 文 君 

 保健福祉部長  安 田   隆 君    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君 

 建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君 

 上下水道部長  鈴 木 則 文 君    消 防 長  福 地 壽 之 君 

 教 育 次 長  山 崎 修 一 君    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君 

 総 務 課 長  荻 津 一 成 君    監 査 委 員  中 村   弘 君 

 以上，１６名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 
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○議長（茅根猛君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から３月２２日まで１８日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２２日まで，１８日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○議長（茅根猛君） 次，日程第２，平成２４年度施政方針について，市長より説明を求めます。

市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 皆さん，おはようございます。平成２４年第１回市議会定例会を招集

いたしましたところ，議員の皆様にはご健勝にてご出席を賜りまして，まことにありがとうござ

います。日ごろ市政運営の推進につきましては，深いご理解とご支援をいただき，心から感謝と

御礼を申し上げる次第でございます。今期定例会におきまして，平成２４年度予算案を初め，各

種案件のご審議をお願いするに当たり，市政運営の基本方針と平成２４年度の施策概要を申し上

げ，市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から，まもなく１年が経過しようとしておりま

す。震災により亡くなられた方は１万 5,０００人を超え，今なお行方のわからない方が 3,０００

人以上もおられます。また，福島第一原発事故により多くの方が避難生活を余儀なくされており，

依然として厳しい状況が続いております。改めて亡くなられた方々に対してご冥福をお祈り申し

上げるとともに，被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 本市においても，震災後 2,３００人を超える方々が避難生活をし，多くの家屋や公共施設が損

壊するなど，その被害は甚大なものでございました。また，放射性物質の飛散による農林畜産業・

商工業・観光業等への風評被害，市民の健康への不安など，その影響ははかり知れないものがご

ざいます。 

 発生直後に災害対策本部を設置いたしまして，いち早く被害状況の把握に努めるとともに，生

活や産業の再開に不可欠な道路・上下水道・学校施設を初めとする公共施設の復旧に取り組んで

まいりました。また，被災住宅と市民生活の再建を図るため，国・県の支援に加えまして，市独

自に支援制度を創設してまいりました。さらには，「市震災復旧・復興計画」「市放射性物質除染

計画」を策定するとともに，放射能対策委員会と対策室を設置いたしまして，震災の復旧・復興

と放射能汚染への対応に取り組んできたところでございます。 

 このような中，新年度も引き続き市民の皆様が安全・安心に生活できるよう，生活基盤の復旧

や再建支援，各施設の耐震化，地域防災計画の見直しなどに取り組むとともに，地域経済のでき

るだけ早い回復，再生に向けた産業活動支援など，震災からの復旧・復興と放射能対策を最優先

課題として全力を挙げた取り組みを進めてまいります。 
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 また，本市におけるもう一つの最重要課題は，少子化・人口減少対策です。平成２２年１０月

に行った国勢調査の人口は５万 6,２５０人，平成１７年調査と比較をいたしますと 5.９％，3,

５５２人の大幅な減少となっています。人口減少に少しでも歯止めをかけるため，これまで行っ

ていた中学生までの医療費無料化，第３子以降の保育料無料化等に加え，妊産婦医療費の無料化，

二人目園児の保育料減額，婚活を推進する団体への支援など，市の将来を担う若者が定住し，安

心して子育てができるような環境づくりに努めてまいります。また，交流人口の拡大，働く場の

確保などにつきましても，引き続き取り組みを進めてまいります。 

 続きまして，平成２４年度当初予算の概要について申し上げます。 

 国の予算案は，復興関係予算の特別会計への計上などにより，一般会計総額は前年度比で 2,

２％減の９０兆 3,３３９億円と６年ぶりに前年を下回ったものの，国債発行額は３年連続で税収

を上回り，将来の国民への負担増が見込まれる深刻な状況が続いております。 

 茨城県の予算案につきましては，東日本大震災からの復旧・復興，経済・雇用対策，生活大県

づくりの推進に重点が置かれ，一般会計は前年度比 6.５％増の１兆 1,０７８億円で，過去２番目

の大型予算となっております。 

 本市の予算案でございますが，一般会計は，前年度比 3.７％，８億 5,２００万円増の２３９億

5,６００万円で，合併後最大の予算規模となっております。東日本大震災に伴う災害復旧事業や

被災者支援費などに３億 3,８００万円，小中学校校舎や屋内運動場，市役所本庁舎など公共施設

の耐震化を図るための実施設計並びに工事費用，放射性物質の除染対策などの経費として７億 2,

３００万円を計上いたしました。 

 特別会計は，７会計で前年度比 1.５％増の１３５億 4,９９９万円，企業会計は，浄水場の築造

等により２会計で前年度比６4.１％増の３４億 8,８７２万 3,０００円，各会計予算の総額は，前

年度比 6.３％増の４０９億 9,４７１万 3,０００円となっております。 

 予算の編成に当たりましては，限られた財源を有効かつ効果的に活用するため，経常経費の削

減に努めるとともに，できる限りの行政運営の効率化を図ったところでございます。その上で，

本年４月からスタートする第５次総合計画後期基本計画の６つの重点戦略「ストップ少子化・若

者定住」「ふるさとの未来を託す人づくり・コミュニティづくり」「災害にみんなで備える安全・

安心なまちづくり」「地域産業の振興とにぎわい創出による元気づくり」「地域で支え合ういきい

き健康福祉の環境づくり」「市民生活を支える公共交通ネットワークづくり」に対して，優先的に

財源配分を行いました。市民の皆様の期待に応えるため，本市の置かれた状況をしっかりととら

え，健全な財政運営と政策実現に向けた予算の編成を行ったところでございます。 

 平成２４年度に実施する主な事業について，初めに東日本大震災の復旧・復興について申し上

げます。 

 本市では，震災からの復旧・復興に向けた目標や施策等を示した「市震災復旧・復興計画」を

昨年１１月に策定するとともに，除染対策を効果的に進めるための「市放射性物質除染計画」を

本年１月に定めております。本市の皆様とともに，「市震災復旧・復興計画」の３つの基本目標の

実現に向けて取り組みを進めてまいります。 
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 第１の基本目標，「市民生活の再生」につきましては，引き続き被災住宅の再建，修復や生活再

建等の支援をするとともに，住宅の耐震化を促進してまいります。 

 社会生活基盤・公共施設等の復旧につきましては，まだ完全に復旧していない市道や橋梁，下

水道施設の整備，世矢中学校屋内運動場の新築建てかえなどを行ってまいります。 

 心と体の健康づくりにつきましては，被災者の不安を取り除くため，引き続き放射線量の測定

と情報公開，空間放射線測定器の貸し出しを行ってまいります。また，こころのケア事業や健康

相談を実施してまいります。 

 第２の基本目標，「産業・経済・交流・地域文化の再建」につきましては，農商工の再生，復興

支援のため，国・県等の制度資金の活用などに加えまして，農業者や中小企業者等に対する利子

補給等を実施してまいります。また，引き続きプレミアム付商品券補助事業を実施し，消費拡大

による地域経済の活性化に向けて支援してまいります。さらには，原発事故等による観光客の減

少から地域の元気を取り戻すため，市民交流や観光交流，祭り，イベント等の支援，充実を図っ

てまいります。 

 地域文化・歴史資源の復興につきましては，国の補助事業を活用し，瑞龍山水戸徳川家墓所や

指定文化財の復旧，郷土資料館などの整備を計画的に進めてまいります。また，指定文化財の集

中公開事業を実施し，歴史や文化など多くの地域資源の保護，活用を図りながら，交流人口の拡

大と地域づくりを推進してまいります。 

 第３の基本目標，「防災のまちづくり」につきましては，今回の震災や原発事故の教訓を踏まえ，

地域防災計画の見直しを行うとともに，学校等施設の耐震化を早期に図るため，耐震診断結果に

基づき，太田小学校など８校の校舎と屋内運動場の実施設計，太田中学校，水府中学校の校舎及

び世矢中学校特別教室棟の耐震化工事を行います。また，防災拠点となる市役所本庁舎や拠点避

難所となる山吹運動公園市民体育館の耐震補強と防災機能を含めた改修工事を行ってまいります。 

 自主防災会につきましては，洪水や土砂災害などの地域活動に備え，避難所への発電機などの

整備拡充を支援するとともに，防災に関する自主的な行動を高めるための知識や技術を普及でき

る防災リーダーの育成に努めてまいります。 

 災害時における情報発信につきましては，防災行政無線やメール配信などの伝達手段を活用し，

的確かつ迅速に情報提供ができる環境を構築するとともに，防災拠点となる市役所本庁や各支所，

拠点避難所との相互通信手段の整備を図ってまいります。また，災害用の食料・飲料水，発電機

などの整備拡充を図るとともに，支所や拠点避難所への分散配備を推進してまいります。さらに，

災害時要援護者の避難につきましては，支援が必要な高齢者や障害者等の把握を行い，個別の避

難方法を定める「災害時要援護者避難支援プラン」を策定いたします。なお，このプランに基づ

き，町会や自主防災会，民生委員，関係機関などが連携して，安否確認や避難誘導等の援助活動

が円滑に行える体制を整備してまいります。 

 放射性物質対策につきましては，一日も早く市民の不安を払拭し，安全・安心を守るため，先

に策定しました「市放射性物質除染計画」に基づき，除染対策を効果的に進めてまいります。ま

た，農産物等につきましては，引き続き検査を実施して，情報の早期収集と的確な判断などによ
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る風評被害の対策に取り組み，安心して生産，販売，購入できる環境を築いてまいります。さら

に，農作物被害の拡大防止に向け，猟友会及び有害鳥獣捕獲隊との連携により，放射能汚染等の

状況に応じた有害鳥獣の駆除を継続して実施してまいります。 

 次に，当初予算における主要事業の概要につきまして，総合計画の施策別に申し上げます。 

 第１は，『輝く人をつくる』についてであります。 

 初めに，「未来を拓く人づくり」について申し上げます。 

 子育て支援につきましては，子育て支援センターや子育て広場，ファミリーサポートセンター

など，気軽に子育ての相談のできる環境を充実させ，子育ての負担感や不安感を軽減するととも

に，乳児を連れた外出を応援するための授乳やおむつがえができる（仮称）「赤ちゃんの駅」を開

設してまいります。また，保育園と幼稚園の第３子以降児の保育料の無料化，乳児のおむつ購入

費助成に引き続き取り組むとともに，新たに二人以上入園している二人目の保育料を月額 3,００

０円を限度に減額し，子育て世帯の経済的な負担軽減に努めてまいります。さらに，子育て家庭

応援情報誌「やまぶきキッズ！」などにより，子育て支援情報の発信に積極的に取り組むなど，

社会全体で子育てを支える環境づくりに努めてまいります。 

 少子化・人口減少抑制に向けた若年層定住のための支援につきましては，市内に住宅を取得す

る子育て世帯等に対する固定資産税２分の１相当分を助成する定住促進助成金の交付を継続して

実施するとともに，平成２２年度から開始いたしました新婚家庭家賃助成制度の充実を図ります。 

 不妊治療費の助成につきましては，特定不妊治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため，

「不妊治療費助成事業」の所得制限を廃止し，治療を受けたすべての市民が助成を受けられるよ

う拡充してまいります。また，１歳未満の乳児を持つ保護者等が育児に関する悩みや不安を助産

師等の専門的な相談を受けられる場として，新たに「ママと赤ちゃんの育児相談室」を開設いた

します。 

 結婚支援活動の充実につきましては，平成２２年に開設いたしました結婚相談センター「ＹＯ

Ｕ愛ネット」を中心に，相談体制や結婚推進事業の充実に努めるとともに，ＮＰＯや各種団体等

と連携して出会いの機会の拡充を図ってまいります。 

 豊かな心の育成につきましては，学校と家庭，地域との連携を図りながら，親子を中心に家族

が，ともに食べ・遊び・本を読み・働き・学ぶという活動を通して，親子のきずなや親子間コミ

ュニケーションをより深めていくための「常陸太田発 親子共磨き運動」の啓発を図ってまいり

ます。 

 魅力ある学校づくりにつきましては，若手教員やミドルリーダーを育成していくための研修を

充実させるとともに，小学校英語活動支援員や学校図書館司書並びに理科支援員の小学校全校配

置を含め，理科教育のさらなる充実を図る「未来を拓く常陸太田っ子サイエンスプロジェクト事

業」を引き続き実施してまいります。また，今後も学校の小規模化が予想される中で，学校の適

正な規模を確保し，教育環境の質的な充実を図るため，引き続き小中学校の統廃合を進めてまい

ります。 

 次に，「楽しい人生の生きがいづくり」について申し上げます。 
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 多様な学習機会の支援につきましては，生涯学習の講座が楽しい学びの場だけではなく，地域

や社会に理解を深め，交流人口の拡大にもつながることから，一層の充実に努めてまいります。

また，「いつでも，どこでも，なんでも」学べる生涯学習社会の実現を目指し，地区公民館活動の

活性化や生涯学習情報の効果的な提供等に努めてまいります。 

 スポーツ・レクリエーション活動への支援につきましては，市民が日常的に運動し，健康に暮

らせるよう，引き続き「健康スポーツチャレンジデー」に取り組んでまいります。 

 第２は，『安らぎのある快適環境をつくる』についてであります。 

 初めに，「温もりのあるコミュニティづくり」について申し上げます。 

 地域支え合いの支援につきましては，新たに策定しました「第５期市高齢者福祉計画」と「市

障害者計画・第３期障害福祉計画」に基づき，高齢者福祉・介護保険・障害者福祉の各種施策を

実施してまいります。特に，ひとり暮らし高齢者等が安心して暮らしていくために，在宅ケアチ

ームを初め，地域の方々やボランティアなどが連携して支え合う地域での見守り体制を整備して

まいります。 

○議長（茅根猛君） ただいま１４番片野宗隆君が出席されました。 

○市長（大久保太一君） また，施設入所の待機者解消を図るため，特別養護老人ホームの新設

や増設による介護サービス基盤の整備を進めてまいります。 

 健康づくりへの支援といたしましては，引き続き女性特有のがん検診や大腸がん検診の無料ク

ーポン事業に取り組むほか，各種がん検診も現行のサービス水準を確保してまいります。また，

身近な地域で参加できるよう「いきいきヘルス体操」のさらなる普及に努めてまいります。 

 国民健康保険につきましては，生活習慣病予防のための特定健康診査・特定保健指導や人間ド

ック・脳ドック健診を引き続き実施するとともに，患者負担の軽減と医療保険財政の改善に資す

るため，ジェネリック医薬品の普及促進に努めてまいります。また，保険税の収納対策のさらな

る充実を図るなど，財政基盤の強化と安定した事業運営に努めてまいります。 

 医療福祉費の支給につきましては，本年度から妊産婦（マル福）の対象者について，所得制限

の撤廃と対象疾病の拡大を図るとともに，引き続き中学生までの医療費の助成などに取り組んで

まいります。 

 後期高齢者医療制度につきましては，現在，廃止後の新たな制度について検討されております

が，動向を見きわめつつ，県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら適切に対処してまいり

ます。また，健康診査や人間ドック・脳ドック健診費助成などの保健事業を推進し，高齢者が安

心して利用できるよう円滑な事業運営に努めてまいります。 

 次に，「快適な暮らしづくり」について申し上げます。 

 道路の整備につきましては，活力あるまちづくりを推進する上で，最も基礎となる社会資本で

あることから，国や県など関係機関と連携のもと，国道２９３号バイパス，国道４６１号水府・

里美間及び木崎トンネルの早期供用を推進してまいります。また，常陸太田南部幹線道路延長 7.

５キロの早期完成を目指すとともに，市民生活の向上に欠かせない生活道路を整備してまいりま

す。さらには，本年度より過疎代行事業として３路線の整備を進めてまいります。 
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 地域公共交通につきましては，交通手段を持たない高齢者や子どもたちの利便性を確保するた

め，引き続き交通事業者と連携を図りながら，路線バスの運行維持や市民バス・患者輸送バス，

さらには，ＪＲ水郡線とのアクセス改善などネットワークの充実を図るとともに，それらを補完

する予約型乗り合いタクシーの充実に努めてまいります。また，路線バスや水郡線など将来にわ

たって維持確保していくため，県や交通事業者との連携はもとより，多くの市民や地域団体等の

参加協力をいただきながら利用促進策を推進してまいります。 

 快適な居住環境づくりにつきましては，安全で安心な水を安定して供給するため，（仮称）内田

浄水場の平成２６年度稼働に向け，引き続き施設の築造及び導水管・送水管・配水管の布設を行

うとともに，老朽配水管の布設がえを行ってまいります。また，簡易水道事業についても，民地

等に布設されている老朽配水管の布設がえと水府・里美地区６浄水場の耐震診断を行ってまいり

ます。 

 下水道の整備につきましては，市民の快適な生活環境づくりと河川等の水質保全を図るため，

地域に適した効率的な整備を進めてまいります。公共下水道は上河合町・馬場町・新宿町・増井

町・大森町を整備するとともに，市街地の浸水被害対策として金井町の雨水幹線の整備を行いま

す。特定環境保全公共下水道は，大里町・松平町などを整備し，農業集落排水事業は地区の汚水

処理場を含めた施設の維持管理を行ってまいります。また，戸別合併処理浄化槽の普及促進を図

ってまいります。 

 循環型社会の構築につきましては，ごみのリサイクルと排出量を削減するため，市民の皆様に

十分な説明を行いながら新しい分別収集を実施してまいります。また，地球温暖化防止対策とし

て，引き続き太陽光発電設備等設置補助を行うとともに，市内における自然エネルギー活用の可

能性調査を行ってまいります。 

 情報基盤の整備につきましては，携帯電話不感地域の解消を図るため，光ファイバー網を活用

した移動通信用基地局の整備を上深荻町下幡地区など４地区で行ってまいります。また，昨年７

月の地上デジタル放送完全移行に伴い，現在，暫定的な対策で視聴している難視聴地域について，

自主共聴施設の改修費補助や高性能アンテナの設置など恒久的な対策を進めてまいります。 

 次に，「安心・安全なまちづくり」について申し上げます。 

 犯罪のないまちづくりにつきましては，自主防犯活動を展開する自警団への支援の充実に努め

るとともに，防犯灯の効果的な整備を進めてまいります。 

 災害に強いまちづくりにつきましては，東日本大震災からの復旧・復興の中でも申し上げまし

たが，社会生活基盤や公共施設等の復旧，地域防災計画の見直し，防災拠点施設の機能と設備の

強化などを図ってまいります。 

 消防・防災体制の強化につきましては，下宮河内町に金砂出張所を４月１日から開設いたしま

す。また，消防救急無線のデジタル化に対応するため，県内４１市町村共同による消防救急無線

及び指令センターの整備を進めるとともに，地域防災基盤の充実を図るため，消防団車両の更新，

防火水槽の設置を行ってまいります。 

 救急医療体制の整備につきましては，質の高い救急救命士の育成，地域メディカルコントロー
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ルの充実，ドクターヘリや消防防災ヘリ等との連携及び有効活用を図り，救急救命体制の充実に

努めてまいります。 

 交通安全対策につきましては，引き続き「交通安全の日」立哨活動や各季交通キャンペーンを

実施してまいります。また，新たに子どもや高齢者などを対象に実技を取り入れた講習会を開催

してまいります。 

 安全な消費生活につきましては，消費者行政活性化基金事業を活用いたしまして，消費者相談

体制の充実と消費生活相談員の資質向上に努めるとともに，消費者講座の開催など啓発活動に取

り組み，消費者問題に適切，迅速に対応してまいります。 

 第３は，『まちの元気をつくる』についてであります。 

 初めに，「地域を支える産業の元気と働く環境づくり」について申し上げます。 

 農業につきましては，地域の特性や消費者ニーズ，市場動向などをとらえた中で，県やＪＡと

の連携による生産，販売に結びつく環境と体制づくりを進め，農業従事者の所得向上と生産意欲

の向上に努めてまいります。また，県制度とあわせて拡大意欲のある生産者や新規就農者への支

援，サポートクラブ等の組織化を推進してまいります。 

 耕作放棄地の対策につきましては，中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全対策事業

の実施により，地域が一体となって発生防止及び解消を図り，農村環境の保全に努めてまいりま

す。 

 生産性の向上につきましては，町屋地区圃場整備事業を推進するとともに，土地改良区との共

同による農業施設の維持管理に努めるなど，効率的で生産性の高い生産基盤づくりを進めてまい

ります。さらには，昨年度に組織化された地域農業再生協議会と連携して，農業者戸別所得補償

制度，担い手対策及び耕作放棄地対策など総合的な農業施策の推進を図ってまいります。 

 林業の振興につきましては，引き続き森林湖沼環境税を活用した間伐等により，森林の持つ公

益的機能の確保に努めるとともに，５年間の期限付条例で制度化された森林湖沼環境税が最終年

度を迎えるため，関係機関と連携し継続に向けた取り組みを進めてまいります。 

 畜産業につきましては，引き続き里美振興公社，茨城大学との産学官連携を進めるとともに，

堆肥の利用による循環型農業を推進し，振興を図ってまいります。 

 広域的な農林道の整備につきましては，県北東部地区広域農道及び奥久慈グリーンライン全線

の早期完成に向けまして，国・県への要望活動を続けてまいります。なお，ふるさと農道につい

ては，今年度に事業が完了する予定であります。 

 地産地消の推進につきましては，ＪＡ茨城みずほや地域の農業生産団体との連携により，市内

直売所や学校給食への利用拡大を進めてまいります。また，地場農産物の利用促進計画を策定す

るとともに，新商品づくりに向けた生産者への支援及び企業との連携による農商工連携を進めて

まいります。さらには，引き続き朝市への支援及び地場産品のＰＲ活動に努め，一層の普及拡大

を図ってまいります。 

 雇用対策につきましては，県補助金を活用した雇用対策事業に取り組むとともに，関係機関と

の連携を図りながら，立地企業の雇用拡大を推進してまいります。また，優良企業の誘致と立地
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企業のフォローアップに努め，若者の雇用の場の確保と従業員の定住に向けた支援を推進してま

いります。 

 次に，「地域ブランドと交流空間づくり」について申し上げます。 

 地域資源のブランド化につきましては，常陸太田市産コシヒカリ，ブドウ，常陸秋そば，樹上

脱渋柿などの生産拡大と品質の向上及び販路拡大に努めるとともに，消費者が認める地場産品の

特産品化を推進する体制づくりを進めてまいります。また，地場産品を利用した加工品の研究・

開発，商品化を支援し，それらのＰＲ活動の強化を図ってまいります。 

 体験・滞在型観光の推進につきましては，地域資源を生かした常陸太田ツーリズムの創出によ

り交流人口の拡大を目指しておりますが，昨年４月から地域協力活動に従事している「地域おこ

し協力隊」を増員することにより，地域資源を生かした着地型ツアーの企画と実施，新商品の開

発，独自の媒体やネットワークを活用した情報発信などの取り組みと活動を積極的に推進してま

いります。また，宿泊機能を有する体験型の交流施設として，旧金砂小学校の改修整備を進めて

いますが，利用者に豊かな自然や歴史・農林業・食などのさまざまな資源を活用した体験メニュ

ーを提供するため，地域と連携した運営体制づくりを進めてまいります。さらに教育旅行，ジオ

ツーリズム等の受け入れ態勢を整備し，新たな旅行商品の創出に取り組んでまいります。 

 エコミュージアム活動につきましては，地域の良さと愛着を再確認しながらコミュニティの醸

成を図り，市民協働による元気な地域づくり，きずなづくりを推進してまいります。また，実施

団体間の連携と協力を進めるためのネットワーク化を図ってまいります。 

 姉妹都市，友好都市等との交流につきましては，引き続き秋田市・仙北市との３市連携交流や

中国・余姚市との交流を進めるとともに，新たに大分県臼杵市との間で，「豊後の国二孝女物語」

の歴史を縁とする都市交流の推進について，具体的な検討，協議を進めてまいります。 

 第４は「まちづくりの推進のために」の行政力改革について申し上げます。 

 市民の自立的活動の育成・支援につきましては，これまで取り組んできた「市民提案型まちづ

くり事業」を初め，市民活動保険，備品貸し出し事業などの周知徹底を図り，市民自らが企画，

行動する地域活力の創出や環境改善に向けた活動を積極的に支援してまいります。また，地域コ

ミュニティのさらなる基盤強化を図るため「市民協働のまちづくりを考える会」からの提言を踏

まえ，町会を初め，各種団体との十分な協議を行い，新たな地域コミュニティの組織づくりに取

り組んでまいります。 

 広報・広聴活動の充実につきましては，ホームページに動画を取り入れ，観光やイベント，行

政情報をわかりやすい内容に構成するとともに，高齢者や障害者，外国人にも利用しやすい機能

を加えてリニューアルいたします。また，メールの一斉配信については，現在の災害情報に加え，

観光・子育て・不審者情報などを配信するとともに，ツイッターやフェイスブックなどソーシャ

ル・ネットワーキング・サービスの活用を進めるなど，情報発信機能の充実を図ってまいります。 

 行政組織機構につきましては，各種施策に即応した組織の見直しを行うとともに，第２次定員

管理適正化計画に基づき，引き続き職員数の抑制を図りながら，効率的，効果的な行政サービス

の提供を図ってまいります。また，職員の資質向上につきましては，自己啓発意欲や政策形成能
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力の向上を図るため，中央アカデミー研修や特別研修，ＯＪＴなど各種研修を行い人材育成に努

めてまいります。 

 自主性・自立性の高い財政運営の確保につきましては，引き続き市税の公正，公平な課税に努

めるとともに，使用料等についても市税等収納対策本部を中心として，関係部課が連携し収納に

努めてまいります。また，コンビニエンスストアでの収納サービスを導入し，納税者等の利便性

の向上を図るとともに，積極的に財源の確保に努めてまいります。 

 総合計画の適切な進行管理と評価による行政経営につきましては，施策目標の達成を目指し，

毎年ローリング方式により実施計画を策定して進行管理を行っておりますが，個々の施策や事務

事業の実効性を高めるために，ＰＤＣＡマネジメントサイクルを徹底することにより効率的，効

果的な行財政運営に努めてまいります。 

 産学官連携によるまちづくりの推進につきましては，茨城キリスト教大学及び常磐大学との連

携協力協定のもとで，これまで公開講座の開設や地域づくり活動への参加協力などの人的交流を

進めてきましたが，地域資源を活用した交流ネットワークの構築や新商品開発などにより，既存

産業の活性化につながる新たな取り組みを推進してまいります。 

 以上，平成２４年度の施政方針を申し上げましたが，本市が震災を乗り越え発展を遂げるため

には，先に定めた「市震災復旧・市復興計画」「市放射性物質除染計画」を，市民，議会，行政が

一丸となって着実に実行していかなければならないと考えています。改めまして，市民の皆様並

びに議員各位のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 最後になりましたが，本定例会に提案させていただきました平成２４年度予算案を初め，各種

案件につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長からご説明を申し上げます。

また，今会期中に消防ポンプ自動車購入の繰越明許費の補正１件，人事案件１件を追加提出させ

ていただく予定でございますので，あらかじめご了承いただきたいと存じます。 

 慎重にご審議の上，原案のとおり承認，可決，ご同意を賜りますようお願い申し上げ，あいさ

つといたします。ありがとうございました。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 報告第１号ないし報告第２号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第３，報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太

田市市税条例の一部を改正する条例），報告第２号専決処分の承認を求めることについて（平成２

３年度常陸太田市一般会計補正予算（第７号）），以上２件を一括議題といたします。 

 報告案件の説明を願います。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） 提案者にかわりましてご説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお開きいただきます。報告第１号専決処分の承認を求めることについて，

地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規

定によりこれを報告し，承認を求める。平成２４年３月５日提出，市長名でございます。 



 ２０

 ２ページをお開きいただきます。専決処分の写しでございます。地方税法等の改正に伴い，平

成２４年１月４日から下記の条例を施行する必要があるため，議会を招集する時間的余裕がない

と認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分す

る。 

 記，常陸太田市市税条例の一部を改正する条例。平成２４年１月４日，市長名でございます。 

 改正の内容につきましては，４ページからの新旧対照表でございますけれども，地方税法附則

第４２条の改正に伴い，市税条例の一部を改正するものでございまして，内容的には附則第１９

条，いわゆる東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の引用文言の改正及び文言の整理，条項の

繰り上げでございます。 

 続きまして，報告第２号でございます。６ページをお開きいただきます。報告第２号専決処分

の承認を求めることについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処

分をしたので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２４年３月５日報告，

市長名。 

 ７ページに専決処分書の写しでございます。専決処分書，「放射性物質汚染対処特別措置法」の

施行に係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１

７９条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田

市市一般会計補正予算（第７号）。平成２４年２月９日，市長名。 

 ９ページをお開きいただきます。平成２３年度常陸太田市の一般会計補正予算（第７号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２３万 8,０００円

を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７５億 9,３４１万 8,０００円とする。平成

２４年２月９日専決，市長名。 

 事項別明細によりご説明いたします。１４ページをお開きいただきます。 

 歳入でございます。１４款国庫支出金でございますが，２項６目消防費国庫補助金といたしま

して，歳出予算額と同額の４２３万 8,０００円を見込んでおります。 

 歳出でございますが，１５ページ，８款１項５目災害対策費に「放射性物質汚染対処特別措置

法」に基づき，プラトーさとみ周辺の放射性物質除染に伴う委託料など４２３万 8,０００円を計

上いたしました。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１号ないし議案第１７号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第４，議案第１号常陸太田市の歌の制定について，議案第２号常

陸太田市暴力団排除条例の制定について，議案第３号常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する

条例の制定について，議案第４号常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基

づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定について，議案第５号常陸太田市都市

計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例の全部改正について，議案第６号常陸

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，議案
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第７号常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について，議案第８

号常陸太田市市税条例の一部改正について，議案第９号常陸太田市危険物の規制に関する手数料

条例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正につ

いて，議案第１１号常陸太田市介護保険条例の一部改正について，議案第１２号常陸太田市火災

予防条例の一部改正について，議案第１３号常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の

一部改正について，議案第１４号常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて，議案第１５号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第１６号常陸

太田市道路線の変更について，議案第１７号常陸太田市道路線の認定について，以上１７件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは，議案書１６ページをお開きいただきたいと思います。議案第

１号常陸太田市の歌の制定について，常陸太田市の歌を次のように制定するものとする。平成２

４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，市のさらなる一体感の醸成及びふるさとに対する意識の高揚を図る

ため，市の歌を制定するものでございます。ご承知のように，平成１６年１２月１日に１市１町

２村が合併をして７年が経過し，行政はもとより，市民，団体，企業など各般にわたり一体化に

向けた取り組みが進められてきているところでございます。さらに一体感の醸成を図り，あすへ

の活力と郷土愛をはぐくむとともに，さきの東日本大震災からの一日も早い復旧・復興への願い

を込めて市の歌の制定を行うものでございまして，本市出身の音楽家で常陸太田大使でもあるマ

シコタツロウ氏に作詞作曲を依頼して制作を進めてきているところでございます。 

 １７ページに詩を１８ページに楽譜を添付してございます。曲名を「空があるまち」とさせて

いただいております。 

 続きまして，１９ページをお開きいただきます。議案第２号常陸太田市暴力団排除条例の制定

について，常陸太田市暴力団排除条例を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提

出，市長名でございます。 

 提案理由ですが，常陸太田市からの暴力団の排除を推進し，市民の安全で平穏な生活の確保に

寄与するため，本条例を制定するものでございます。暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律，いわゆる暴対法による規制が平成２０年に強化されたことを受けまして，本市といたし

ましても新たに本条例を制定するものでございます。 

 ２０ページをお開きいただきます。各条文について説明をいたします。第１条は目的でござい

ます。第２条は暴力団等の定義。第３条は市や市民，事業者，関係機関等による連携協力のもと，

暴力団の排除の推進をすることの基本理念でございます。第４条は，市の責務として，基本理念

にのっとり暴力団の排除に関する施策を推進することを定めております。 

 ２１ページをお開きいただきます。第５条では市民等の責務，６条では不当要求に対する措置

をそれぞれ定めております。第７条は，公共工事等に係る措置でございまして，暴力団員または
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暴力団員等と関係を有する者を入札に参加させないために必要な措置を講ずることとするもので

ございます。第８条では，青少年に対する教育等に関し，適切な措置を講ずること，第９条では，

市民等に対する支援，第１０条では，暴力団の排除に推進する機運の醸成を図るため，市は必要

な広報及び啓発活動を行うこと。 

 ２２ページになりますが，第１２条及び第１３条では，暴力団の威力利用の禁止や暴力団員等

に対する利益供与の禁止をそれぞれ定めております。いわゆる暴対法は，暴力団そのものを取り

締まる法律であるのに対し，本条例は暴力団の排除に関して市，市民，事業者に対する責務を規

定するものでございます。 

 附則で本条例は本年４月１日から施行すると定めてございます。 

 続きまして，２３ページをお開きいただきます。議案第３号常陸太田市墓地等の経営の許可等

に関する条例の制定について，常陸太田市墓地等の経営の許可等に関する条例を次のように制定

するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が平成２３年８月３０日に公布。墓地埋葬等に関する法律の一部が改正

され，平成２４年４月１日から施行されることに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 墓地埋葬等に関する法律第１０条に規定する墓地等の経営の許可等につきましては，県知事の

許可事務とされておりますが，本市におきましては，平成１２年度から市長にその権限が移譲さ

れ，県条例の規定に基づき事務処理を行っているところでございます。今回，同法律の規定が県

知事の許可から市長の許可に改正されたことに伴い，県条例の規定に合わせまして必要な事項を

市条例で定めるものでございます。 

 ２４ページをお開きいただきます。各条文の説明をいたします。第１条は趣旨，第２条は用語

の定義でございます。第３条は，墓地等の設置場所の基準でございます。第１号で使用道路や学

校，病院，人家からの距離。第２号では，飲料水を汚染するおそれのないことを基準として規定

しております。第４条では，墓地等の構造設備の基準でございます。第５条から２５ページ，７

条までですけれども，墓地等の経営の許可，変更許可及び廃止許可の申請に必要な事項の規定で

ございます。８条はみなし許可に係る届け出，９条は工事完了時の届け出に関する規定でござい

ます。 

 附則で平成２４年４月１日から施行するものであることを定めております。また，２６ページ

の附則２，３で経過措置を規定してございます。 

 ２７ページから３３ページに本条例の施行規則を添付してございます。 

 続きまして，３４ページをお開きいただきます。議案第４号常陸太田市と茨城県信用保証協会

との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定について，

常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の

放棄に関する条例を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名でござい

ます。 

 提案理由ですが，中小企業社等の事業の再生の促進を図るため，本条例を制定するものです。
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内容について説明させていただきますが，このことに関しましては，現在，本市を含む県内市町

村と茨城県信用保証協会が中小企業等への融資について保証をする自治金融，振興金融といった

市町村中小企業金融制度がございます。この市町村中小企業金融制度により融資を受けた中小企

業者が支払い困難となった場合に，茨城県信用保証協会は代位弁済するとともに求償権を取得し

ます。この代位弁償権により生ずる茨城県保証協会の損失を補償するため，本市と茨城県信用保

証協会との間で損失補償金寄託契約を締結しておりまして，茨城県信用保証協会が求償権を行使

し回収金を得ることで，本市においても回収納付金を受け取る権利を有することになります。 

 この市町村中小企業金融制度により融資を受けている中小企業者が，東日本大震災などの原因

により既往債務と事業再建のための新規資金調達返済が困難となる，いわゆる二重債務の問題に

陥った場合，茨城県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資をして，平成２３年１１月に

設立しました茨城県産業復興機構におきまして，再建見込みがあると判断した場合に債権買い取

りが可能となります。そのため，市町村中小企業金融制度の融資の債権が茨城県産業復興機構に

買い取られることとなった場合に，茨城県信用保証協会からの回収納付金を受け取る権利の放棄

が必要となります。この回収納付金の権利の放棄につきましては，地方自治法第９６条の第１０

号で定める市町村議会の議決事項に該当しますが，中小企業者の円滑な再建を促すためには迅速

に対応していく必要があることから，市長の承認による権利の放棄ができるよう市条例で定める

ものでございます。 

 ３５ページをお開きいただきます。各条文でございますが，第１条は目的，第２条は用語の定

義，第３条は求償権の不等価譲渡をする場合，１号に求償権の不等価譲渡及び求償権を放棄する

場合を２号から７号までに規定しております。 

 附則で２４年４月１日から施行するものとしてございます。 

 続きまして，３７ページをごらんいただきます。議案第５号常陸太田市都市計画法の規定によ

る開発行為の許可等の基準に関する条例の全部改正についてでございます。常陸太田市都市計画

法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例を全部改正し，常陸太田市都市計画法の規

定による開発行為の許可等の基準に関する条例を次のように制定するものとする。平成２４年３

月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。都市計画法第３４条第１１号及び第１２号に基づく市街化調整区域に

係る開発行為の許可を可能するとする制度の導入に伴い，許可基準等について必要な事項を定め

るため，本条例の全部改正を行うものでございます。 

 この制度の目的でございますが，本市活性化のため市街化調整区域におきまして，申請者の出

身要件等を問わずにだれでも住宅や一定の小規模な店舗，事業者の立地を許可する，いわゆる区

域指定制度を積極的に活用することにより，居住地の確保や利便性の向上による定住人口の増加

促進と交流人口の拡大を図るものでございます。 

 条文ごとにご説明させていただきます。 

 ３８ページ，１条は趣旨でございます。第２条は定義でございます。第１項は線引き，第２項

は既存集落を市街化調整区域において，おおむね５０以上の建築物が連担しているものと定義づ
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けておりまして，以下，沿道型集落，依存型集落，独立型集落，その他の集落，そして，第３項

は専用住宅を定義づけております。第３条は，建築物の敷地面積の最低限度として３００平方メ

ートルとしています。４条は，第３４条第１項第１１号の規定により，条例で指定する都市の区

域としての要件を第１号から第７号に，そして，第２項は細目について規則で定めること，第３

項は常陸太田市都市計画審議会の意見を聞くことを定めております。第４項は図面の閲覧，第５

項は準用について定めております。 

 ４０ページ，第５条は予定建築物の用途の定めでございます。第６条は開発行為の定めでござ

います。 

 ４２ページ，第７条及び８条は，現行条項の繰り下げでございます。 

 附則で，この条例は平成２４年４月１日から施行するとしてございます。 

 ４３ページには，参考といたしまして条例の施行規則を添付させていただいております。 

 続きまして，議案第６号，５０ページをお開きいただきます。議案第６号常陸太田市特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について，常陸太田市特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，スクールカウンセラーの勤務及び活用について柔軟な対応を図るた

め，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきまして，５２ページをお開きいただきます。別表第１のスクールカウンセラー

の報酬額につきましては，県費負担市町村派遣スクールカウンセラー取り扱い要綱で，１時間当

たり5,０００円と定めているところでございます。本市といたしましてはこれを準用して，１日

の勤務時間を４時間として，その報酬額を日額２万円と定めてきたところでございますが，ここ

数年，児童生徒の人間関係や学校不適応等の問題に関する教育相談，さらには子育てに関する悩

みなどの保護者面談の増加等により，これまでの勤務では対応し切れない状況になってございま

す。こうした状況に対応するため，一日の勤務時間を８時間として日額を４万円以内の額で市長

が定めるものと改正するものでございます。 

 前のページの附則でございますが，平成２４年４月１日から施行するものと定めてございます。 

 ５３ページをお開きいただきます。議案第７号常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の一部改正についてでございます。常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市

長名。 

 提案理由でございますが，昨年９月３０日に出された人事院勧告に準じた措置を講ずることに

伴い，当市職員の給与を改善するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 今回の改正点は２点ございます。１点目は，給与構造改革時における新給料表への切りかえに

伴い，従前給料額との差額分として支給しておりました経過措置額を減額及び廃止することであ

ります。２点目は，この経過措置額の減額分を原資として給与構造改革後に抑制されていた若年

及び中堅層職員の昇給を回復することの２点でございます。 
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 改正の詳細につきましてご説明いたします。５４ページで説明させていただきます。経過措置

額を支給することについて定めております平成１８年改正条例，附則第７項中に，支給期間及び

減額率を追加規定し，平成２４年度については経過措置額を２分の１減額して支給することとす

るものでございました。従いまして，この期間以外の平成２５年度以降につきましては，これを

支給しないことになるものでございます。 

 次に，若年及び中堅層の職員の昇給回復につきましては，本条例附則第２項におきまして規定

しておりまして，平成２４年４月１日現在で３６歳未満の職員につきましては２号級，３６歳以

上４２歳未満の職員につきましては，１号級上位の昇給にそれぞれ調整をするものでございます。 

 最後に，施行期日につきましては，本条例附則第１条におきまして平成２４年４月１日から施

行するものとしてございます。 

 続きまして，５６ページをお開きいただきます。議案第８号常陸太田市市税条例の一部改正に

ついて，常陸太田市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２４

年３月５日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法

及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に

関し，地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に

関する法律が平成２３年１２月５日に公布，その一部が同日から施行されたことに伴い，本条例

の一部改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきまして，５９ページからの新旧対照表でご説明させていただきます。第７２

条につきましては，県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することに伴う税率の変更でござ

います。 

 附則第７条，退職所得の１０％税額控除の廃止に伴う削除でございます。 

 附則１４条の２につきましては，県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することに伴う，

いわゆる特例税率の変更でございます。 

 附則第２２条につきましては，平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の均等割の税額

を本則の税率に５００円を加算した額とされたことによる規定の追加及び１４条の規定が適用さ

れる場合の読みかえ規定の追加でございます。 

 ５７ページにお戻りいただきまして附則がございます。第１条は施行規則で，第１号及び第２

号に掲げる規定を除き，公布の日から施行するものでございます。第２条は市民税に係る経過措

置，第３条は市たばこ税に関する経過措置でございます。 

 続きまして，６１ページをお開きいただきます。議案第９号常陸太田市危険物の規制に関する

手数料条例の一部改正について，常陸太田市危険物の規制に関する手数料条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令及び危険物の規制に

関する規則等の一部を改正する省令が，平成２３年１２月２１日に公布，地方公共団体の手数料

の標準に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める
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金額等に定める省令が改正されまして，それぞれ平成２４年４月１日から施行されることに伴い，

本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきまして，６３ページから６７ページの新旧対照表でご説明させていただきます。揮

発性の高い危険物を貯蔵する際に，その揮発を抑えるためにタンク内に浮きぶたを設けておりま

す。その浮きぶた付の特定屋外貯蔵タンクに係る技術上の基準が新たに設けられたことに伴い，

危険物施設の設置許可などに関する審査手数料を定めた常陸太田市危険物の規制に関する手数料

条例別表中の第３項のうち，第４号及び第５号につきまして，結局，このことにつきましては，

本市内には現在該当する施設はないわけでございますけれども，浮きぶた付特定屋外タンク貯蔵

所をそれぞれ加えたものでございます。 

 附則で平成２４年４月１日から施行するものとしてございます。 

 続きまして，６８ページをお開きいただきます。議案第１０号常陸太田市医療福祉費の支給に

関する条例の一部改正について，常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名でございます。 

 提案理由ですが，医療福祉費支給に係る妊産婦の支給要件の拡充及び支給制限の見直し等に伴

い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 今回の改正につきましては，本市の少子化対策事業の一環として，妊産婦（マル福）の支給要

件である対象疾病を拡大しまして，健康保険適用に係る医療費全般とするとともに，支給制限で

ある所得制限を撤廃し，すべての妊産婦を支給対象とすることによるものでございます。 

 ７１ページをお開きいただきます。新旧対照表でご説明させていただきます。 

 第４条，支給要件及び給付方法でございます。第１項につきましては，妊産婦マル福の支給要

件を削除するものでございます。 

 ７２ページから７３ページをお開きいただきます。６項につきましては，今回の改正による対

象者への給付方法を現物支給から除くものでございます。８項につきましては，当該対象者への

給付方法を償還払いとするものでございます。 

 ７５ページをお開きいただきます。第５条，支給制限でございます。第１項につきましては，

妊産婦の所得制限の撤廃により，第１号を削除し，各号の順次繰り上げを行うものでございます。 

 ７１ページ及び７２ページに戻りまして，第２条及び第３条につきましては，今回の改正に伴

い，文言の整理を行うものでございます。 

 ７０ページに戻りまして附則でございますが，この条例は平成２４年４月１日から施行するも

のでございます。 

 附則の２で，この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給につきましては，従前の例に

よることを定めてございます。 

 ７７ページをお開きいただきます。議案第１１号常陸太田市介護保険条例の一部改正について，

常陸太田市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２４年３

月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，介護保険事業計画の見直しに伴う介護保険料率の改正を行うこと等



 ２７

に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，７９ページの新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

 第５条におきましては計画年度，さらに１号から第６号につきましては，所得段階区分ごとに

保険料率を定めるものでございます。 

 ７９ページ，第２号から第６号に掲げる金額を記載のように変更してございます。 

 ７８ページに戻りまして，附則ですが，第１項は施行日を定めているものでございます。第２

項は，平成２３年度以前の保険料の経過措置でございます。第３項は，一部軽減できる規定を定

めるものでございます。第１号では第３段階のものについて，第２号では第４段階のものについ

て，所得要件により軽減できる保険料率を定めるものでございます。 

 続きまして，８０ページをお開きいただきます。議案第１２号常陸太田市火災予防条例の一部

改正について，常陸太田市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，危険物の規制に関する政令を一部改正する政令が平成２３年１２月

２１日に公布，平成２４年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うもので

ございます。 

 ８３ページをお開きいただきます。内容につきまして新旧対照表でご説明させていただきます。 

 危険物の規制に関する政令の改正により，炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の第１

類の危険物に追加されたことに伴い，本条例の附則第第３項から第６項を改正するものでござい

ます。政令で定める指定数量の５分の１以上指定数量未満の炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を

貯蔵または取り扱っている場合に対し，貯蔵取り扱いに関する経過措置を定めたものでございま

す。 

 附則で平成２４年４月１日から施行するものとしてございます。 

 ８５ページをお開きいただきます。議案第１３号常陸太田市公民館の設置及び管理に関する条

例の一部改正について，常陸太田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって，参

酌すべき基準を定める省令が平成２３年１２月１日に公布，平成２４年４月１日に施行されるこ

と等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，８７ページの新旧対照表で説明させていただきます。 

 第２条第２項の表，天下野公民館の項中，公民館の位置につきましては誤りがありましたので，

今回の条例改正に合わせまして，４６８９番地を４８４８番地に改めるものでございます。 

 次に，第５条の公民館運営審議会の改正につきましては，地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により，社会教育法の一部改正が行わ

れ，これまで法律に定められておりました公民館運営審議会の委員の委嘱の基準が削除され，省

令の基準に参酌して条例で定めることとされました。これを受けまして，８８ページの条例，第

５条第３項におきまして，公民館運営審議会委員の委嘱の基準について，新たに項を追加して定
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めるものでございます。第５項につきましては，法改正に伴う引用条項の改正となります。 

 ８６ページに附則がございますが，この条例は公布の日から施行するものでございます。ただ

し，第５条の改正規定は，平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，８９ページをお開きいただきます。議案第１４号常陸太田市立図書館の設置及び

管理に関する条例の一部改正ついて，常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，図書館法施行規則の一部を改正する省令が平成２３年１２月１日に

公布，平成２４年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 改正内容につきましては，９１ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。今回の改正

につきましては，前の議案第１３号と同様でございまして，いわゆる地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により，図書館法の一部改正

が行われ，これまで法律で定められていた図書館協議会の委員の任命の基準が削除され，省令の

基準を参酌して条例で定めることとされました。これを受けまして，条例第５条第３項において，

図書館協議会委員の任命の基準について新たに項を追加して定めるものでございます。 

 ９０ページに附則がございますが，この条例は平成２４年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 続きまして，９２ページをお開きいただきます。議案第１５号常陸太田市公の施設に係る指定

管理者の指定について，常陸太田市森林バイオマスリサイクルセンターの設置及び管理に関する

条例第３条の規定に基づき，指定管理者を次のとおり指定するものとする。平成２４年３月５日

提出，市長名。 

 記，指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は，常陸太田市森林バイオマスリサ

イクルセンター。指定管理者となる団体の名称は，有限会社バイオマスリサイクルセンター。指

定の期間は，平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

 提案理由でございますが，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，常陸太田市森林バ

イオマスリサイクルセンターの指定管理者を指定するため，議会の議決を求めるものでございま

す。 

 続きまして，９３ページをお開きいただきます。議案第１６号常陸太田市道路線の変更につい

てでございます。常陸太田市道路線を変更したいので，道路法第１０条第３項の規定により，次

のとおり議会の議決を求めるものでございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，道路整備等に伴い，市道路線を変更するものでございます。具体的

には，都市計画道路木崎稲木線整備に伴うものが３路線，市街地に接する市道の延長１路線，そ

の他道路整備に伴う１路線の変更でございまして，９４ページに市道路線変更となる路線名，起

点，終点，幅員，延長を記載してございます。市道５路線の変更による差し引き延長距離は９5,

２メートルの減となってございます。 

 ９５ページから１００ページにつきましては，それぞれの路線の市道路線変更位置図，市道路
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線変更図を記載してございます。 

 続きまして，１０１ページをお開きいただきます。議案第１７号常陸太田市道路線の認定につ

いてでございます。常陸太田市道路線を認定したいので，道路法８条第２項の規定により，次の

通り議会の議決を求める。平成２４年３月５日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，道路整備等に伴い，市道認定をするものでございます。具体的には，

市街地に接する農道を市道認定するもの等を初め，都市計画道路木崎稲木線整備に伴うもの，そ

れから，民間住宅開発に伴うもの等でございます。 

 １０２ページに市道認定をいたします路線名，起点，終点，幅員，延長を記載してございまし

て，１２路線の認定による延長距離は4,９０8.５メートルでございます。 

 １０３ページから１１５ページにつきましては，それぞれの市道路線認定位置図，市道路線認

定図を記載してございます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第１８号ないし議案第２７号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第５，議案第１８号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第

８号）について，議案第１９号平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について，議案第２０号平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第２１号平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，

議案第２２号平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第５号）について，議案第

２３号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）について，議案第

２４号平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第２５号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て，議案第２６号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）について，議案第２

７号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第４号）について，以上１０件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは，別冊横長のつづり，１ページをお開きいただきます。議案第

１８号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第８号）についてでございます。平成２３年

度常陸太田市一般会計補正予算（第８号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ１０億4,７６４万8,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２６５億4,５７７万円とする。第２条は繰越明許費の補正，第３条が債務負担行為

の補正，第４条が地方債の補正でございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 １３ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款市税１項市民税でございますが，現年課税分につきましては，東日本大震災による減免や

雑損控除により3,１４１万3,０００円を減額いたしました。滞納繰り越し分につきましては，増
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収が認められることから，1,１６１万2,０００円を増額いたしました。２項固定資産税につきま

しても震災による減免などを見こみまして，現年課税分2,１７０万1,０００円を減額し，滞納繰

り越し分につきましては６３３万8,０００円を増額いたしました。 

 ９款地方特例交付金の減額，それから，１４ページの１０款地方交付税の増額につきましては，

それぞれ交付額の決定によるものでございます。 

 １３款１項５目商工使用料につきましては，竜神大吊橋の渡橋者の減少により3,３０６万6,０

００円を減額いたしました。２項２目衛生手数料の増額につきましては，ごみ搬入量の増加に伴

うものでございます。 

 １４款国庫支出金でございますが，１項１目民生費負担金につきましては，子ども手当の支給

額が変更となりましたことから5,２１９万3,０００円を減額いたしました。 

 １５ページの２項１目総務費国庫補助金につきましては，地上デジタル放送への施設整備に取

り組む団体がなかったために1,０００万円全額を減額いたしました。３目の衛生費国庫補助金の

補正でございますが，瓦れき処理に要する経費といたしまして，災害ごみ処理費補助金１億2,７

７６万3,０００円を見込んでおります。５目３節住宅費補助金につきましては，東日本大震災被

害者対策費交付金を対象としまして地域住宅交付金が採択を受けたことから，5,８３９万円の増

額を見込んだものでございます。８目災害復旧費国庫補助金につきましては，歳出予算の補正減

額により，その財源を減額するもの，それから，補助査定の完了により財源が見込めることにな

ったものを計上してございます。 

 １６ページをお開きいただきます。１５款県支出金の１項１目民生費県負担金の減額につきま

しても子ども手当の支給額変更などによるものでございます。２項２目民生費県補助金の４節災

害救助費等補助金につきましては，茨城県の復興まちづくり基金を財源とした市町村復興まちづ

くり支援事業費交付金１億9,０００万円を計上いたしました。災害救助費補助金5,０９６万7,０

００円につきましては，避難所経費や被災者の住宅借り上げに要した経費などでございます。ま

た，３項の衛生費県補助金，それから，２節清掃費補助金につきましても国庫支出金同様，瓦れ

き処理に要する経費として災害ごみ処理費補助金１億4,０９６万6,０００円を見込んでおります。 

 １７ページの３目合併市町村県補助金でございますが，7,１２１万5,０００円を減額しており

ます。平成２２年度合併特例事業の繰り越しにより，公債費の償還額が減少したことにあわせて

補助金を減額したものでございます。 

 １８ページをお開きいただきます。１８款２項基金繰入金につきましては，歳入の増額と事業

の確定などにより歳出が減額となりますことから，財政調整基金などの繰り入れを減額するもの

でございます。 

 １９ページの市債でございますが，歳出予算の減額により，４目合併特例債，７目災害復旧債

を減額といたしました。５目臨時財政対策債につきましては，配分額が確定したことにより補正

したものでございます。 

 次に，歳出でございます。 

 今回の補正予算には各事業の内容，数量等の確定あるいは契約差金，基金利子を積み立てるも
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の，その他制度の確定などによるものが主な内容でございますので，大きく増減するものを中心

にご説明をいたします。 

 ２０ページをお開きいただきます。２款１項１目一般管理費の３節退職手当特別負担金5,５１

０万円の補正につきましては，当初定年退職者分を見込んでおりましたが，勧奨退職７名，死亡

退職２名分の経費を追加するものでございます。 

 ９目情報通信管理費でございますが，２２ページに移りまして，１９節負担金補助及び交付金

におきまして，地上デジタル放送への施設整備に取り組む自主共聴組合がなかったために，補助

金1,１００万円を減額してございます。 

 ３款民生費でございます。２７ページをお開きいただきます。２項３目の児童措置費では，子

ども手当が１０月支給分より改正となったことから，扶助費5,２１３万4,０００円を減額いたし

ました。３項の生活保護費の２目扶助費でございますが，被保護者数の増加により2,８３７万9,

０００円を増額いたしました。 

 ２８ページでございます。４項１目災害救助費の委託料でございますが，震災ごみの処理に要

する経費の減額が見込まれるため，１億3,０００万円を減額いたしました。 

 ２９ページの４款１項７目環境衛生費の補正につきましては，上水道統合事業における事業費

が減額となりますことから6,１４０万円の減額でございます。 

 ３０ページにかけまして，じんかい処理費でございますが，ごみ搬入量が増加したことなどに

伴い，事業費などごみ処理経費を増額いたしました。 

 ５款農林水産業費の１項５目の農地費の補正でございます。３２ページをお開きいただきます

が，農地・水・環境保全向上共同活動支援交付金の減額につきましては，国・県の助成分が直接

団体に交付されることになったため，1,９２３万5,０００円を減額したものでございます。また，

２８節繰出金2,３９８万5,０００円の減額につきましては，農業集落排水事業特別会計におきま

して歳出予算が減額となったことによるものでございます。 

 ４０ページでございますが，１０款災害復旧費でございます。それぞれの事業費が固まってき

たことから予算を減額するものでございます。増額するものといたしましては，４１ページの東

日本大震災農業生産対策事業費補助金につきまして，土地改良施設や農業共同施設の復旧費が確

定したことから６４６万5,０００円を増額いたしました。 

 ４２ページをお開きいただきます。１１款１項公債費でございますが，平成２２年度債の借り

入れが終了しまして支払額が確定したことから，元金７３０万円，利子4,３３７万4,０００円を

減額いたしました。 

 ７ページにお戻りいただきたいと思います。繰越明許費の補正でございます。追加でございま

すが，８ページにかけまして，合計２５事業１５億7,９９５万6,０００円の繰越明許費を計上し

ております。被災した住民の建物修繕に係る時間的猶予を考慮したこと，それから，河川敷内の

工事協議や用地補償，電柱等の移設などに不測の日数を要したこと，関係機関との調整に日時を

要したことなどから事業を翌年度に繰り越すものでございます。 

 ９ページをお開きいただきます。債務負担行為の補正でございます。地方債証券共同発行連帯
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債務を追加するものでございますが，県と５市の共同により「大好きいばらき県民債」を発行す

るため，本市の持ち分１億円を除きます３９億円と，これに対する利子相当額を補正するもので

ございます。 

 １０ページは地方債の補正でございます。歳出予算の減額や臨時財政対策債の確定により，地

方債の限度額合計２１億3,２５０万円を２５億6,０００万円とするものでございます。 

 続きまして，議案第１９号でございます。平成２３年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）でございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６

万2,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億4,４４８万5,０００円と

する。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 今回の補正予算につきましては，主に国保連合会の共同事業交付金及び拠出金の額の確定，一

般会計からの法定繰入金の増額調整に係る補正でございます。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございますが，３款の国庫支出金につきま

しては，特別調整交付金の増によるもの，７款１項１目の交付金につきましては，それぞれ額の

確定によるもの，８款の財産収入につきましては，支払準備基金利子でございます。 

 ９款１項１目の一般会計繰入金，２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，法定繰入金

の増減の調整及び歳入歳出の予算調整によるものでございます。 

 ７ページをお開きいただきまして歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員人件費国保連合会負担金に係る増減の調整でございます。 

 ７款１項１目の拠出金につきましては，１目及び２目の拠出金につきましては，それぞれ額の

確定に伴うものでございます。 

 ８ページの９款基金積立金につきましては，支払準備基金利子の積み立てを行うものでござい

ます。 

 続きまして，議案第２０号平成２３年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

でございます。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５万2,０００円を減額し，歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億8,５５１万5,０００円とする。平成２４年３月５日提

出，市長名。 

 今回の補正予算につきましては，共済費の率の変更及び電算委託料の確定に伴う補正でござい

ます。 

 ６ページの事項別明細歳入でございます。 

 ３款の繰入金，歳出補正に係る財源について一般会計からの繰入金の増減の調整に係る補正で

ございます。 

 ７ページをお開きいただきまして，歳出でございますが，１款の総務費でございますけれども，

職員共済組合負担金の増及びコンビニ収納導入に伴う電算委託料の契約差金の減額によるもので

ございます。 

 続きまして，議案第２１号平成２３年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,４２８万5,０
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００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億2,６０９万円とするものでござ

います。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ９ページから事項別明細歳入でございます。 

 ３款から５款につきましては，介護給付費の増に伴う国・県等の支出金，震災に係る国庫補助

金の増及び地域支援事業費の減に伴う補正でございます。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金につきましては，介護給付費の増，２目３目の地域支援事業費

繰入金につきましては，地域支援事業費の減，４目その他の一般会計繰入金につきましては，職

員人件費の減に伴う補正でございます。 

 ７款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，調整に伴う減額，また，２目の介護従事者

処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては，基金廃止に伴う補正でございます。 

 ９款４項３目雑入につきましては，災害に伴う国民健康保険団体連合会からの支援金の支給に

係る増額及び地域支援事業利用率の減額に伴うものでございます。 

 歳出は８ページからでございます。 

 １款１項１目の一般管理費から３項２目の介護認定調査会費につきましては，職員の異動や介

護認定審査会の委員報酬等の減額によるものでございます。 

 ２款１項１目及び４目，それから９ページの６目，１０ページの６項１目につきましては，そ

れぞれ給付件数の増に伴う補正でございます。 

 ８ページの２款，それから１項２目及び９ページの５目，２項２目，４目及び５項１目につき

ましては，それぞれ給付件数の減に伴う補正でございます。 

 １０ページをお開きいただきますが，４款１項１目につきましては，郵便料や送迎利用者の減

に伴うもの，４款２項１目の総務費につきましては，地域密着型サービス事業所の指定申請がな

いことが確定したため，運営委員会の開催がなくなったことによる減額補正でございます。 

 ８款３項１目諸支出金の食費・居住費補助金につきましては，東日本大震災に伴う食費，居住

費の現年分の件数の増に伴う増額補正でございます。 

 １１ページをお開きいただきます。 

 ９款１項１目の予備費につきましては，介護従事者処遇改善臨時特例基金廃止に伴う繰入金分

を補正するものでございます。２４年度に繰り入れ返還し，精算する予定としてございます。 

 続きまして，議案第２２号でございます。平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予

算（第５号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１億３９９万6,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億8,０２５万4,

０００円とするものでございます。以下，第２条，繰越明許費及び第３条地方債の補正でござい

ます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。繰越明許費でございます。 

 平成２３年度の公共下水道及び特環下水道工事におきましては，震災復旧工事を最優先したこ

とにより，年度内の工事完了ができないため繰り越すものでございます。また，公共下水道及び

特環下水道工事の災害復旧工事の一部につきましても水道管移設及び迂回の調整に日数を要した
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こと等により，年度内完成ができなくなったため繰り越すものでございます。那珂久慈流域下水

道建設工事費負担金及び那珂久慈流域下水道施設災害復旧費負担金につきましては，県より予算

繰り越しの通知がございましたことにより繰り越すものでございます。 

 次に，５ページでございます。地方債の補正でございます。 

 公共下水道，流域下水道，特環下水道建設事業費の減によるものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金及び２項１目受益者負担金でございますが，いずれも災害復旧工事

を優先したことにより，本年度の予定整備が一部になったための減額でございます。 

 ２款１目下水道使用料でございますが，下水道使用水量の増加による増額でございます。 

 ３款１目下水道事業国庫補助金の減は，補助事業費に対する国の内定額の減によるものでござ

います。 

 ９款１目下水道事業債及び２目の過疎対策事業債の減は，補助事業に対する国の内定額の減に

伴う補助事業費及び関連する単独事業費の減によるものでございます。 

 ９ページの歳出でございます。 

 １款下水道事業費でございます。１目公共下水道及び３目特環下水道の委託料の減額につきま

しては，コンビニ収納業務に係る追加負担と下水道台帳作成委託料等の入札差金によるもの，１

目公共下水道費及び３目特環下水道費の工事請負費の管渠整備工事の減額につきましては，国の

内定額の減に伴う補助事業対象工事及び関連する単独工事の減によるもの，２目の流域下水道費

につきましては，那珂久慈流域下水道建設工事費負担金の減及び流入汚水量の増に伴う維持管理

費負担金の増によるものでございます。 

 １０ページは，２款公債費でございます。２目利子は，償還利子の確定によるものでございま

す。 

 続きまして，議案第２３号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５

号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,３９８

万5,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億5,０８８万7,０００円と

する。第２条は繰越明許費でございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 まず，４ページでございますが，繰越明許費でございます。 

 水道管移設及び迂回の調整に日数を要したことにより，年度内の工事完了ができないため繰り

越すものでございます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ５款１目一般会計繰入金の減額でございますが，事業費の減によるものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款農業集落排水事業費でございます。１目の総務管理費の委託料の減額につきましては，コ

ンビニ収納業務に係る追加負担と処理施設保守点検業務委託料及び農集排施設台帳作成委託料等

の入札差金によるもの。工事請負費の減額につきましては，非常通報装置切りかえ工事の入札差

金及び維持補修工事の確定によるものでございます。 
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 ２款公債費の減額につきましては，償還利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第２４号平成２３年度常陸太田市戸別処理浄化槽設置整備事業特別会計補正

予算（第３号）は，次に定めるところによる。第１条は，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ4,９１０万3,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億2,３０９万2,

０００円とするものでございます。第２条は地方債の補正でございます。平成２４年３月５日提

出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。地方債補正でございます。 

 戸別合併処理浄化槽設置整備事業費の減によるものでございます。 

 ７ページ，事項別明細の歳入でございますが，１款分担金及び負担金，３款の国庫支出金，４

款の繰入金及び７款の市債につきましては，浄化槽設置基数の減によるものでございます。 

 ８ページは歳出でございます。 

 １款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費でございますが，農業集落排水事業特別会同様，

委託料の減額につきましては，コンビニ収納業務に係る追加負担と浄化槽清掃業務，測量調査設

計業務及び施設管理業務委託料等の入札差金によるもの，工事請負費につきましては，浄化槽設

置工事の減によるものでございます。 

 続きまして，議案第２５号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９４１万8,０

００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億2,４３１万5,０００円とする。第

２条，地方債の廃止及び変更は，第２表地方債補正による。平成２４年３月５日提出，市長名で

ございます。 

 ４ページをお開きいただきまして，地方債補正でございます。現年度発生単独災害復旧事業債

を廃止するとともに，簡易水道事業債に関しましては，事業費の減により変更するものでござい

ます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１項１目の１００万円の増額は，新規加入者の増によるものでございます。 

 ２款１項１目簡易水道使用量の１５５万円の減額につきましては，災害等における使用水量の

減によるものでございます。 

 ４款繰越金でございますが，前年度繰越金は，財政健全化を図るため，災害復旧事業債の財源

を廃止し，繰越金に変更するものでございます。 

 ６款１目簡易水道事業債８５０万円の減額は，事業費の減によるもの，２目の災害復旧事業債

２２０万円の廃止は，財政健全化を図る上で前年度繰越金の事故財源で対応するためでございま

す。 

 ８ページの歳出でございますが，１款１項１目一般管理費９６万2,０００円の減額は，料金等

改定システム変更業務委託料の減，それから，３項１目配管費８４５万3,０００円の減額は，事

業費の確定によるものでございます。 

○議長（茅根猛君） 上下水道部長。 
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〔上下水道部長 鈴木則文君登壇〕 

○上下水道部長（鈴木則文君） それでは，議案第２６号及び議案第２７号についてご説明を申

し上げます。 

 初めに，議案第２６号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）についてでご

ざいます。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。第１条は総則でございます。第２条，収益的収入

及び支出の補正で，予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもの

でございます。 

 収入の第１款水道事業収益を２９万9,０００円増額し，１１億9,９６４万2,０００円とするも

のでございます。 

 支出の第２款水道事業費用を１４４万4,０００円増額し，１１億2,５２９万8,０００円とする

ものでございます。第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，

予算第９条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。職員給与費を１４４万4,

０００円増額し，１億7,６４０万円に改めるものでございます。平成２４年３月５日提出，市長

名でございます。 

 詳細につきましては，補正予算明細書にてご説明を申し上げます。 

 ８ページをお開きいただきたいと思います。初めに，収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款２項４目雑収益の２９万9,０００円の増額につきましては，コンビニ収納負担金によるも

のでございます。 

 次に，９ページの支出でございますが，２款１項営業費用の１４４万4,０００円の増額は，基

礎年金拠出に係る公的負担率の改正に伴うものでございます。 

 続きまして，議案第２７号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第４号）に

ついてでございます。 

 １ページをお開きください。第１条は総則でございます。第２条は，収益的収入及び支出の補

正で，予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。

支出の第２款工業用水道事業費用を１１万6,０００円増額し，7,５７４万8,０００円とするもの

でございます。第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，予算

第７条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。職員給与費を１１万6,０００

円増額し，1,３８５万5,０００円に改めるものでございます。平成２４年３月５日提出，市長名

でございます。 

 詳細につきましては，補正予算明細書にてご説明を申し上げます。 

 ７ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出でございます。２款１項４目総係費の

１１万6,０００円の増額につきましては，基礎年金拠出金に係る公的負担率の改正に伴うもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。午後１時まで休憩いたします。 
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午後０時１０分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時０１分再開 

○議長（茅根猛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ──────────────────― 

 日程第６ 議案第２８号ないし議案第３７号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第６，議案第２８号平成２４年度常陸太田市一般会計予算につい

て，議案第２９号平成２４年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第３０号平

成２４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第３１号平成２４年度常陸太

田市介護保険特別会計予算について，議案第３２号平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計

予算について，議案第３３号平成２４年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，

議案第３４号平成２４年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，

議案第３５号平成２４年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第３６号平成２

４年度常陸太田市水道事業会計予算について，議案第３７号平成２４年度常陸太田市工業用水道

事業会計予算について，以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは，平成２４年度常陸太田市予算書３ページをお開き願います。

議案第２８号平成２４年度常陸太田市一般会計予算，平成２４年度常陸太田市一般会計の予算は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２３９億 5,６００万

円と定める。第２条が債務負担行為，第３条が地方債，第４条が一時借入金でございます。一時

借入金の借り入れの最高額は２０億円と定める。第５条が歳出予算の流用でございます。平成２

４年３月５日提出，市長名。 

 １５ページをお開きいただきます。事項別明細にて説明をさせていただきます。初めに歳入で

ございます。 

 １款市税の１項１目市民税個人分でございますが，年少扶養控除の廃止などを見込みまして，

9,４１７万 8,０００円を増額し，２４億 6,０３１万 5,０００円といたしました。 

 １６ページにかけての２項固定資産税につきましては１億 5,６９１万円を減額し，２０億 4,

５０６万 3,０００円でございます。評価がえや東日本大震災による家屋の損耗などを見込んだも

のでございます。 

 １８ページをお開き願います。２款地方譲与税から１９ページの９款地方特別交付金までは，

地方財政計画における収入見込みや前年度の実績などを勘案し計上いたしました。 

 １０款地方交付税でございます。基準財政収入額の減少や合併特例債償還費，臨時財政対策債

償還費の増額などを見込みまして，普通交付税９０億 5,０００万円，特別交付税８億 9,０００万

円といたしました。昨年度と比較して４億 3,０００万円の増額であります。 

 １１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画及び前年度の実績等を勘案して



 ３８

計上したものでございます。 

 １２款分担金及び負担金でございますが，１項分担金につきましては，移動通信用鉄塔施設整

備事業に係るもの，２０ページの２項負担金につきましては，一部事務組合等への派遣職員給与

費負担金，老人施設入所者負担金，保育所入所児負担金などを見込んでおります。保育入所児負

担金につきましては，従来まで第３子無料化に加え，二人以上保育所に入所している場合，二人

目の子どもに係る負担金を月額 3,０００円減額することとして見込んだものでございます。 

 １３款使用料及び手数料でございますが，１項３目衛生使用料については，瑞竜霊園墓所の残

基数が減少することから 1,２２９万 9,０００円の減額とし，５目商工使用料につきましては，竜

神大吊橋渡橋者の減少により 3,２６５万 3,０００円の減額といたしました。８目３節の幼稚園保

育料につきましても保育所負担金同様，二人目の子どもに係る保育料を月額 3,０００円減額して

おります。 

 ２３ページをお開きいただきます。１４款国庫支出金でございます。１項１目民生費国庫負担

金でありますが，子ども手当の見直しなどにより１億 5,３８４万 9,０００円を減額して，１３億

3,２５２万 6,０００円を見込んでおります。２項２目民生費国庫補助金につきましては，災害ご

み処理費補助金 9,１９６万 9,０００円などを見込み，１億 2,５６５万 3,０００円を計上いたし

ました。４目２節道路橋りょう費補助金につきましては，里野宮白羽線，南中線，磯部天神林線

などの財源といたしまして３億４８５万円を見込んでおります。３節住宅費補助金 3,９８１万 8,

０００円につきましては，市営住宅のストック計画改善事業，あるいは新婚家庭家賃助成，太陽

光発電整備等設置事業費補助などの財源といたしまして計上したものでございます。また，５目

消防費国庫補助金には，防火水槽整備の財源として７３５万 6,０００円，プラトーさとみ周辺の

除染を行うための調査委託の財源といたしまして，放射線量低減対策特別緊急事業費補助金８６

６万 7,０００円を見込んでございます。 

 ２４ページの６目教育費国庫補助金ですが，中学校耐震化事業に係る交付金として，学校施設

環境改善交付金１億 6,０７６万 1,０００円を計上いたしました。また，５節保健体育費補助金は，

山吹運動公園体育館改修事業の財源として 5,０００万円を見込んだものでございます。 

 ２４ページから２５ページにかけまして１５款県支出金でございます。１項１目民生費県負担

金についてでございますが，子ども手当の国庫負担の見直しにより，県負担金の増額を見込んだ

ことなどから 2,７７７万円を増額し，５億 1,８０２万 5,０００円といたしました。２項１目総

務費県補助金には，移動通信用鉄塔施設整備事業の財源としまして情報通信格差是正事業費補助

金などを見込み，2,３５７万 6,０００円といたしました。２目４節の災害救助費補助金につきま

しては国庫補助金と同様，災害ごみ処理費補助金 8,２７７万 2,０００円を見込んでおります。 

 ２８ページをお開きいただきます。１６款財収入でございます。財産貸付収入利子及び配当金

は，財産売払収入などを計上してございます。 

 １７款寄附金につきましては，総務費寄附金，民生費寄附金の費目設定でございます。 

 １８款繰入金でございますが，特別会計繰入金，各基金からの繰入金，財産区繰入金をそれぞ

れ計上してございます。将来の財政負担を考慮しまして，財政調整基金からの繰り入れを前年度
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と同額の２億円といたしました。減債基金繰入金につきましては，満期一括償還となる平成１９

年度市場公募債２億円の償還のために積み立てていた資金などを繰り入れるものでございます。 

 １９款繰越金につきましては，昨年度行いました特別会計の廃止に伴う決算剰余金がなくなり

ますので，一般会計の繰越金２億 5,０００万円の計上となります。 

 ３２ページをお開き願います。２１款市債でございます。１項１目総務債２億 3,４００万円，

６目過疎対策事業債２億 2,９４０万円，７目合併特例事業債１１億３２０万円，８目臨時財政対

策債５億 5,０００万円など，合計しまして２３億 5,７００万円を計上するものでございます。 

 歳出について主なものをご説明いたします。 

 ３６ページをお開きいただきます。議会費でございます。１５節工事請負費において，１問１

答方式の導入に伴う音響設備改修工事５３５万 5,０００円を計上いたしました。 

 総務費についてでございますが，４０ページをお開きいただきます。説明欄の中段，都市交流

事業費交付金２１７万 6,０００円，それから，国際友好都市交流事業費交付金１２０万 4,０００

円を計上してございます。友好都市関係構築に向けた臼杵市訪問，秋田市市民交流団の受け入れ，

余姚市訪問などに要する経費を交付するものでございます。 

 ４３ページをお開き願います。２款１項５目財産管理費でございます。庁舎耐震工事につきま

して１３節工事監理２８５万円，１５節工事請負費２億 5,７２０万円を計上いたしました。平成

２５年度における債務負担行為も合わせて計上させていただいたところでございます。 

 ４７ページをお開きいただきます。９目情報通信管理費でございます。ホームページリニュー

アル事業として１３節委託料に１５６万 1,０００円を計上いたしました。また，携帯電話不感地

帯である上深荻下幡地区など５カ所に移動通信用鉄塔施設を建設するため，調査委託料，工事請

負費，公有財産購入費，備品購入費など，計 3,５１４万 9,０００円を計上するとともに，１９節

におきまして，地上デジタル放送自主共聴組合への施設整備に係る補助金９００万円を予算化い

たしました。 

 ５０ページでございます。１３目地域振興費におきまして，地域おこし協力隊の受け入れに要

する経費を予算化しておりますが，２４年度につきましては新たな隊員を増員し，地域の活性化

を図るものでございます。 

 ５２ページをお開き願います。１５目複合型交流拠点施設整備費でございますが，ハード事業

につきましてはさらに先送りとし，震災後に変化した周辺環境や社会情勢の把握などの調査を行

うための費用経費５３５万 2,０００円を計上いたしました。 

 １６目諸費の５３ページでございますけれども，１９節負担金補助及び交付金におきまして，

市民団体等に交流会を開催する経費として，結婚推進事業費補助金５０万円を予算化しました。

また，新婚家庭への家賃助成につきましては，助成額を月額１万円増額とし 2,２８０万円を計上

いたしました。 

 次に，３款民生費でございますが，６５ページをお開きいただきたいと思います。社会福祉総

務費の中の２８節国民健康保険特別会計繰出金４億 7,０７２万 6,０００円につきましては，保険

基盤の安定を図るもの，職員人件費に係るもの，出産一時育児金に係るもの，財政安定化支援事
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業に係るもののほか，収支不足に係るもの２億円を繰り出すものでございます。 

 ２目の老人福祉費についてでございますが，６６ページをお開きいただきます。１３節委託料

の中で高齢者の見守り体制の充実や援助活動が円滑に行えるよう，要援護者支援台帳の作成経費

を計上させていただきました。要援護者支援台帳システム委託料１１７万 6,０００円によりシス

テムを整備し，高齢者ニーズフォローアップ委託料１１９万 2,０００円により要援護者の把握を

行うものでございます。 

 ６７ページの１９節社会福祉施設等整備費補助金 1,９４０万円でございますが，新宿町に建設

します特別養護老人ホーム「ユーハイム常陸太田」と「世矢の里」の施設整備費に助成をするも

のでございます。 

 ６目の医療福祉費についてでございます。７２ページをお開き願います。市単独分の医療扶助

費 6,０３５万 7,０００円を予算化しております。これまで行ってまいりました中学校３年生まで

の医療費助成に加えまして，妊産婦に対して産婦人科以外の医療費助成を行うとともに，所得制

限を撤廃することといたしました。 

 ８１ページをお開きいただきます。４項災害救助費でございます。震災ごみの処理に要する経

費，被災者に対しての住宅の借り上げ，震災に伴う融資に対しての利子補給，災害援護資金の貸

し付けなどを計上しております。 

 ４款衛生費についてでございますが，８５ページをお開き願います。１項３目母子衛生費の１

９節不妊治療費助成金２４０万円につきましては，不妊治療に要する経費１回１０万円を年２回

まで助成するものでございますが，２４年度から所得制限を撤廃することといたしました。 

 ８９ページをお開き願います。７目環境衛生費の２４節投資及び出資金８億 9,６９０万円につ

きましては，浄水場の建設や佐竹配水池への送水管接続に要する経費の２分の１を合併特例債を

活用し水道事業に出資するものでございます。 

 ５款の農林水産業費でございます。９８ページをお開きいただきます。 

 １項３目農林振興費でございますが，金砂ふるさと体験交流施設の開設等における経費としま

して，１節報酬において嘱託員２名分，１３節委託料において，旧金砂小学校屋内運動場の耐震

診断や設計業務８３６万 9,０００円，１８節備品購入費６７４万 8,０００円などを計上してござ

います。１節報酬の残り２名分につきましては，営農指導や定年帰農者の育成，新規就農者支援，

担い手対策行っていくために雇用するものでございます。 

 １００ページから１０１ページにかけまして，１９節負担金補助及び交付金につきましては，

コシヒカリ，常陸秋そば，ブドウ，ナシなどの特産品の品質向上，地場産物の生産拡大に向けた

取り組み，有害鳥獣や病虫害からの被害防止，担い手育成や新規就農者の自立支援，農業体験の

推進への助成等を計上してございます。 

 ５目農地費でございます。１０３ページをお開きいただきます。１９節の負担金補助金及び交

付金において，県北東部地区の広域農道整備事業費負担金，小妻地区ふるさと農道整備事業費負

担金，県営土地改良事業計画調査費負担金などを計上してございます。 

 １０６ページをお開き願います。森林湖沼環境税を財源として森林機能の緊急回復整備を予算
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化してございます。主な内容といたしましては，間伐推進員賃金３６９万 6,０００円，間伐及び

作業道開設委託料 6,８００万円を計上しております。 

 １０８ページの奥久慈グリーンライン林道整備事業費負担金として 2,８３８万円を計上して

おります。 

 １１０ページに移りまして，６款の商工費でございます。２目の商工振興費でございますが，

１９節におきましてプレミアム商品券事業費補助金 1,０００万円を計上しております。２３年度

の補正予算においても計上していただいたものでございますが，引き続き消費の拡大により地域

経済の活性化，そして小売店の活性化を図るものでございます。 

 １１２ページでございます。４目観光費についていでございますが，１３節委託料には，雇用

創出を図るものとして観光振興業務委託料２６２万 4,０００円，販売促進コーディネート業務委

託料３００万円を計上いたしました。また，２３年度の執行を見送った竜神大吊橋周辺整備でご

ざいますが，改めて竜神大吊橋アンカレジ・デザイン塗装委託料 1,２１７万円，竜神大吊橋塗装

改修工事設計監理業務３６２万 3,０００円，１５節竜神大吊橋塗装改修工事１億 3,６５３万 2,

０００円を計上しております。これらは水府地区観光施設整備基金を活用して行うものでござい

ます。 

 １１４ページをお開きいただきます。説明欄の中ほどに着地型旅行商品開発事業費１００万円

を予算化しております。本市への観光ツアーを推進するために要する経費を観光物産協会に助成

するものでございます。 

 １２０ページをお開きいただきます。土木費でございます。３目道路新設改良費として１０億

6,７８６万 2,０００円を計上しております。社会資本整備総合交付金を活用するものとして里野

宮白羽線，川中子大橋線，南中線，小目川中子線。道整備交付金を活用するものとして磯部天神

林線，大門幹線，中沢線，高柿・千寿線，亀作西真弓線など，合併特例債や過疎債などを合わせ

て活用しながら整備を進めていくものでございます。４目橋りょう維持費には，橋りょう長寿命

化計画策定委託料６７５万円を予算化してございます。 

 １３３ページに移ります。消防費でございます。５目災害対策費でございますが，１３節委託

料におきまして，排ガス・放射能測定業務委託料１９９万 1,０００円を予算化してございます。

「放射性物質汚染対処特別措置法」の施行に伴い，廃棄物焼却施設等から生じた汚泥，焼却灰な

どの放射能調査を委託するものでございます。放射性物質除染調査測量設計委託料 1,２２４万 3,

０００円につきましても，特別措置法の施行に伴うものでございまして，先ほど報告第２号で説

明させていただきました補正予算第７号と同様に，プラトーさとみ周辺の除染を行うための調査

委託として平成２４年度分を計上したものでございます。１８節備品購入費の防災関連資機材購

入費６９９万 8,０００円につきましては，可搬型衛星電話，投光器，発電機などを各支所，総合

福祉会館，山吹運動公園，生涯学習センター，大里ふれあいセンターなどに配置するものでござ

います。１９節の自主防災活動事業費補助金につきましては，資機材整備に要する助成として４

４町会分４４０万円を計上いたしました。 

 次に，教育費でございます。１４０ページをお開きいただきたいと思います。説明欄の一番上
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の行，校舎解体工事 3,２３７万 2,０００円につきましては，被災しております佐都小学校の普通

教室棟を解体するためのものでございます。２目教育振興費の７節賃金におきまして，学校図書

館司書賃金５２８万円を計上いたしました。全小学校に図書司書を配置し教育の振興を図ってい

くものでございます。 

 １４１ページの３目学校建設費でございますが，耐震改修工事実施設計委託料としまして 5,３

７３万 6,０００円計上いたしております。校舎４校分，屋内運動場３校分の設計業務を予算化し

たものでございます。 

 ３項中学校費でございます。１４５ページをお開きいただきます。３目学校建設費４億 5,２３

６万 2,０００円でございますが，峰山中学校の外構工事，屋内運動場耐震改修工事設計委託料１

校，校舎耐震改修工事３校分等を計上いたしたものでございます。 

 ５項７目の資料館費でございますが，１５９ページをお開きいただきます。１３節委託料にお

きまして，旧法務局耐震設計委託料１６１万 7,０００円，耐震改修工事設計委託料 1,１８１万

3,０００円を計上いたしております。 

 ６項４目体育施設費でございますが，１７４ページです。１５節工事請負費におきまして，山

吹運動公園体育館の耐震改修工事として１億円，プール解体工事として 2,４３１万 8,０００円を

計上してございます。 

 １７５ページの１０款災害復旧費でございますが，３項２目社会教育施設災害復旧費におきま

して，旧町屋変電所の復旧などに係る業務委託，工事請負費，瑞龍山墓所，西山荘守護宅等の復

旧に係る補助金など 4,４８７万 2,０００円を計上いたしました。 

 １７６ページの４項１目庁舎等施設災害復旧費でございます。金砂郷支所に係る設計業務委託

料８００万円，旧庁舎の解体工事 9,０００万円を計上してございます。 

 恐れ入りますが，１１ページにお戻りいただきまして，第２表，債務負担行為でございます。

庁舎耐震化に係る工事監理業務６６５万円，耐震化改修工事３億 8,５８０万円を限度として，平

成２５年度に負担するものでございます。 

 １２ページの地方債でございますが，起債の目的はそれぞれ記載のとおりでございますが，限

度額を総額２３億 5,７００万円とするものでございます。起債の方法，利率，償還の方法につき

ましてはごらんいただきたいと思います。 

 続きまして，１８９ページをお開きいただきます。議案第２９号でございます。平成２４年度

常陸太田市国民健康保険特別会計予算は，次に定めるところによる。第１条，事業勘定の歳入歳

出予算の総額は歳入歳出それぞれ５７億 7,９７３万円と定める。第２条，一時借入金の借り入れ

の最高額は，事業勘定１億 5,０００万円と定める。第３条が歳出予算の流用でございます。平成

２４年３月５日提出，市長名。 

 １９６ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 第１款の国民健康保険税につきましては１０億 9,２６９万円で，昨年比７６６万円の増を見込

んでおります。税率は昨年同様でございますけれども，介護被保険者数の増が見込まれることに

よるものでございます。 



 ４３

 １９７ページ，第３款１項国庫負担金でございますが，本年度１０億 5,５４８万 2,０００円で，

前年度比１億 1,６３８万円の減となっております。これは国庫負担割合の変更に伴うものでござ

います。２項の国庫補助金につきましては２億 9,６１９万 8,０００円，前年比 1,９７６万 3,０

００円の減となっております。これは一般被保険者の保険金給付費の減が見込まれることによる

ものでございます。 

 ４款の療養給付費等交付金につきましては３億 9,３６３万 8,０００円，前年比 2,５９９万 4,

０００円の増となっております。退職被保険者分の保険給付費の増を見込むものでございます。 

 第５款の前期高齢者交付金につきましては１０億 8,８８８万 4,０００円で，前年度と同額とな

ってございます。こちらは６５歳から７４歳までの方の被保険者数及び保険給付費の割合により

交付されるものでございます。 

 第６款１項１目高額医療費共同事業負担金，１９８ページの２目の特定健康診査等負担金につ

きましては，それぞれ過去の実績等によるものでございます。２項１目財政調整交付金につきま

しては，前年度比 5,１２７万 1,０００円の増となっております。これは県の負担割合の変更によ

るものでございます。 

 第７款共同事業交付金につきましては，高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業にお

ける過去の実績に基づき計上いたしたところでございます。 

 第９款１項１目の一般会計繰入金でございますけれども，４億 7,０７２万 6,０００円，前年比

で１億 8,９７０万 2,０００円の増となっております。 

 １９９ページ，２項１目支払準備繰入金ですございますが，財源不足補てんのため３億 5,６１

２万 8,０００円を支払準備基金から取り崩し，繰り入れを行うこととしております。 

 続きまして，２０２ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 第１款２項の徴税費につきましては 3,２０６万円で，昨年度より２７５万 2,０００円の減とな

っております。これは職員人件費等の減によるものでございます。 

 ２０４ページをお開きいただきます。２款の保険給付費でございます。１項の療養諸費，２０

５ページ，２項の高額療養費につきましては，それぞれ一般被保険者数の減に伴う保険給付費の

減などが見込まれることによります。 

 ２０７ページに移りまして，５款老人保健拠出金につきましては４万 8,０００円で，昨年度よ

り４２万円の減となっておりますが，こちらは事務費拠出金のみを計上いたしております。 

 ６款の介護給付費につきましては３億 4,５５３万 9,０００円で，前年比４３８万 8,０００円

の増となっておりますが，これは介護給付費等の増によるものでございます。 

 第７款共同事業拠出金につきましては６億 5,０９３万 4,０００円，高額医療費共同事業及び保

険財政共同安定化事業における過去の実績をもとに，国保連合会が算出したものでございます。 

 ２０８ページをお開きいただきます。第８款１項の特定健康診査等事業費，２項の保険事業費

等につきましては，それぞれ昨年度より減となっておりますが，これらは実績に基づき算出した

ものでございます。 

 続きまして，２１７ページをお開きいただきます。議案第３０号でございます。平成２４年度
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常陸太田市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算

の総額は歳入歳出それぞれ５億 9,３９９万 6,０００円とする。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ２２２ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 第１款の後期高齢者医療保険料につきましては，年金からの特別徴収分が３億 1,３７２万 1,

０００円，普通徴収分が１億４８８万 6,０００円，合わせまして４億 1,８６０万 7,０００円で，

昨年よりも３２１万 7,０００円の減を見込んでおります。 

 第３款１項の一般会計繰入金につきましては１億 7,２８３万 2,０００円，前年比４９０万 1,

０００円の増となっております。保険料軽減分の保険基盤安定繰入金の増によるものでございま

す。 

 ４款の繰越金につきましては，広域連合への納付が翌年度扱いとなる保険料が発生いたします

ので，それらの見込み額を計上いたしました。 

 ５款の諸収入につきましては，広域連合から納付される保険料還付金などを計上いたしており

ます。 

 続きまして，２２４ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員２名分の人件費，保険料に係る電算処理委託料並びに保

険料普通徴収決定通知，特別徴収法算定通知等に係る郵送料などを計上いたしております。 

 次のページ，第２款の後期高齢者医療広域連合納付金５億 7,４７８万 4,０００円につきまして

は，歳入における保険料と保険基盤安定繰入金の全額を茨城県後期高齢者医療広域連合に納付す

るものでございます。 

 ３款の諸支出金につきましては，過年度分の保険料構成に伴う還付金及び前年度の事務費繰入

金精算に伴う一般会計繰出金などを計上いたしております。 

 続きまして，２３１ページをお開きいただきます。議案第３１号でございます。平成２４年度

常陸太田市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，事業勘定の歳入歳出

予算の総額は歳入歳出それぞれ４８億９５６万 9,０００円と定めるものでございます。第２条，

一時借入金の借り入れの最高額を事業勘定３億 1,０００万円と定めるものでございます。第３条

が歳出予算の流用でございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ２３８ページの事項別明細歳入でございますが，１款の保険料でございます。６５歳以上の第

１号被保険者保険料８億 1,８９１万 2,０００円は，第５期介護保険事業計画の策定による保険料

率の見直しに伴い，前年比で１5.４％の増となってございます。 

 また，３款の国庫支出金から，２３９ページ，４款の支払基金交付金，５款の県支出金につき

ましては，平成２４年度から平成２６年度までの第５期介護保険事業計画等をもとに算出いたし

ました介護給付費等見込み額による国・県などの補助金等でございます。 

 次に，２４０ページをお開きいただきます。７款につきましては，一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

 ２４２ページからは歳出でございます。 

 ２４５ページをお開きいただきます。保険給付費につきましては，第５期介護保険事業計画等
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をもとに算出しております。保険給付費全体としまして，前年度比２億 1,５９１万 3,０００円の

増額を見込んでおります。 

 ２款１項の介護サービス等諸費は１億 7,９２１万 5,０００円の増，２４６ページ，２款２項の

介護予防サービス等諸費は７４３万円の増を見込んでおります。 

 続きまして，２４７ページ，２款６項の特定入所者介護サービス等費につきましては 2,１０８

万 3,０００円の増を見込んでおります。 

 続きまして，２４８ページ，４款地域支援事業費につきましては，介護予防事業，包括的支援

事業，入院事業等を行う費用でございまして 1,８３１万円の増を見込んでおります。主な内容と

いたしましては，包括的支援事業費のうち，地域包括支援センターの委託料が７７６万 4,０００

円，入院事業のうち認知症サポーター養成講座委託料，それから，紙おむつ購入助成事業，高齢

者日常生活用具給付費が一般会計からの予算の組替等により 1,０２３万 8,０００円，それぞれ増

額となっております。 

 次に，２５１ページをお開きいただきます。８款諸支出金１項償還費及び還付加算金，２目償

還金につきましては，平成２３年度に廃止となりました処遇改善臨時特例基金の精算金を国に償

還するため１７７万円の増額となっております。 

 続きまして，２５９ページをお開きいただきます。議案第３２号でございます。平成２４年度

常陸太田市下水道事業特別会計予算，平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計の予算は，次

に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１５億 2,０４０万 3,

０００円と定めるものでございます。第２条，地方債でございます。第３条は一時借入金でござ

います。借り入れの最高額を６億円と定めるものでございます。平成２４年３月５日提出，市長

名。 

 ２６３ページをお開きいただきます。地方債でございます。公共下水道建設事業費，流域下水

道建設事業費，特定環境保全公共下水道建設事業費及び過疎対策事業費を合わせました３億 3,８

７０万円を起債の限度額としてございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，表

記のとおりでございます。 

 ２６６ページをお開き願います。事項別明細歳入でございます。 

 １款１項分担金でございます。特環下水道事業の受益者分担金の分割納付分及び新たな加入者

が見込まれることから 1,３７３万 4,０００円を計上するものでございます。一段下がりまして２

項負担金でございます。公共下水道事業の受益者負担金として同様に 1,１７８万 8,０００円を計

上いたしました。 

 ２款１項使用料ですが，公共下水道及び特環下水道の使用料を合わせまして２億 2,３００万 1,

０００円を計上するものでございます。 

 ３款１目下水道事業国庫補助金でございますが，６００万円減の２億 2,３００万円の計上とな

ってございます。 

 ２６７ページでございます，６款１目一般会計繰入金は，６億 9,１８９万 7,０００円の繰り入

れを計上するものでございます。 



 ４６

 ９款市債でございます。１目下水道事業債３億４１０万円，２目の過疎対策事業債 3,４６０万

円の合計３億 3,８７０万円を計上するものでございます。 

 ２６８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目公共下水道費でございます。主な事項につきましては，まず２６９ページの１３節委

託料でございますが，下水道長寿命化計画策定委託料として 3,０００万円，料金徴収業務委託料

1,４９３万 8,０００円は，下水道使用量の徴収業務を水道へ委託しております委託料でございま

す。その他地質調査及び実施設計委託料，雨水幹線清掃等の委託料を計上するものでございます。 

 次に，１５節工事請負費の３億 5,１３０万円につきましては，上河合町，大森町，新宿町，増

井町，馬場町及び金井町におきまして，汚水管渠及び雨水幹線の整備等に要する費用でございま

す。 

 ２７０ページをお開きいただきます。２目流域下水道費でございます。茨城県が主体となって

実施する那珂久慈流域下水道建設工事及び維持管理の負担金１億 1,７３７万 8,０００円を計上

するものでございます。 

 次に，３目金砂郷・水府地区の特環下水道費でございます。主な事項につきましては２７１ペ

ージをごらんいただきます。１３節の委託料でございますけれども，下水道施設維持管理等の委

託料 1,３８６万 9,０００円を計上するものでございます。１５節工事請負費１億 9,５００万円

につきましては，大里町，松平町における汚水管渠の整備等に要する費用でございます。 

 ２７２ページをお開き願います。２款の公債費でございます。公共下水道事業建設事業債，流

域下水道建設事業債及び特環下水道事業債等の元金４億 5,１５１万 1,０００円及び利子１億 8,

７９３万 2,０００円，合計しまして６億 3,９４４万 3,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，２７９ページをお開きいただきます。議案第３３号平成２４年度常陸太田市農業

集落排水事業特別会計予算についてでございます。平成２４年度常陸太田市農業集落排水事業特

別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３

億 4,５１７万 2,０００円と定めるものでございます。第２条，一時借入金でございます。借り入

れの最高額は 5,０００万円と定めるものでございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ２８４ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金でございますが，滞納繰り越し分を計上するものでございます。 

 ２款１目農業集落排水使用料は，供用開始となった佐都４地区の加入が多く見込まれることか

ら２８２万 3,０００円の増，7,３４６万 5,０００円を計上するものでございます。 

 ３款１目農業集落排水事業費県補助金でございます。中野小島地区及び佐都４地区への県から

の推進交付金 3,０２７万 5,０００円を計上するものでございます。 

 ５款１目一般会計繰入金でございますが，一般会計から２億 2,４３４万円を繰り入れるもので

ございます。 

 ７款１目雑入でございますが，小島町地内におきます県道常陸那珂港山方線改良工事に伴う排

水管布設がえ補償費等 1,３９３万 4,０００円を計上するものでございます。 

 ２８６ページをお開きいただきます。歳出でございます。 
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 １目総務管理費でございますが，主な事項につきましては，まず２８７ページ，１３節委託料

でございますけれども，処理施設保守点検業務委託料につきましては，供用開始をいたしており

ます９地区の維持管理費に係る経費，料金収納業務委託料につきましては，下水道使用量の徴収

業務を水道へ委託しております委託料となってございます。その他汚泥処分委託料などを含めま

して 6,４７２万 5,０００円を計上するものでございます。１５節工事請負費でございますが，小

島町管路布設がえ工事及び維持補修工事を含めまして 2,１０６万 5,０００円を計上いたしまし

た。２５節積立金 3,０３１万 3,０００円につきましては，常陸太田市農業集落排水事業債償還基

金への積み立てでございます。 

 ２８８ページをお開きいただきます。２款公債費でございます。農業集落排水事業債の元金１

億１３４万 7,０００円及び利子の 5,５８４万 2,０００円，合計しまして１億 5,７１８万 9,００

０円を計上するものでございます。 

 続きまして，２９５ページ，議案第３４号でございます。平成２４年度常陸太田市戸別合併処

理浄化槽設置整備事業特別会計予算についてでございます。平成２４年度常陸太田市戸別合併処

理浄化槽設置整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ１億 7,５５３万 1,０００円と定めるものでございます。第２条，地方債で

ございます。第３条は一時借入金でございます。借り入れの最高額は 1,０００万円と定めるもの

でございます。平成２４年３月５日提出，市長名。 

 ２９５ページをお開きいただきます。地方債でございます。特定地域生活排水処理施設事業費

6,９７０万円を起債の限度額としてございます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，

表記のとおりでございます。 

 ３０１ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金の 1,３５０万円は，戸別合併処理浄化槽を設置する方に受益者分担金を

いただくものでございます。 

 ２款１項１目戸別合併処理浄化槽使用料でございます。2,８１２万 3,０００円を計上いたしま

す。 

 ３款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 3,２８６万 4,０００円を計上いたします。 

 ４款１目一般会計繰入金でございますが，2,９２５万 3,０００円を計上いたします。 

 ３０２ページをお開きいただきます。７款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業債 6,９７０万

円を計上するものです。 

 ３０３ページをお開きいただきます。 

 歳出でございますが，１款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費，主な事項につきましては，

１３節委託料でございます。設置に要する測量調査設計委託料及び既設浄化槽の維持管理費等に

要する経費 2,９７９万 1,０００円を計上してございます。 

 ３０４ページをお開きいただきます。１５節工事請負費１億７２０万円につきましては，新た

に１００基を設置する工事に要する費用を計上いたしました。 

 ２款公債費でございます。戸別合併処理浄化槽設置整備事業債等の元金 1,２７２万円及び利子



 ４８

８７６万 2,０００円の合計 2,３４８万 2,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，３１１ページをお開きいただきます。議案第３５号平成２４年度常陸太田市簡易

水道事業特別会計予算についてでございます。平成２４年度常陸太田市簡易水道事業特別会計の

予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億 2,５５

８万 9,０００円と定める。第２条は地方債でございます。第３条は一時借入金でございます。一

時借入金の借入れの最高額は 5,０００万円と定める。平成２４年３月５日提出，市長名でござい

ます。 

 ３１４ページをお開きいただきます。地方債でございます。簡易水道事業債 4,１００万円を起

債の限度としてございます。起債の方法，利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 ３１７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目は負担金でございますが，新規加入者分として３６万 2,０００円を計上いたします。 

 ２款１目簡易水道使用料１億 2,８１８万 5,０００円の計上でございます。 

 ３款１目一般会計繰入金でございますが，１億 4,７３５万 8,０００円の計上でございます。 

 ３１８ページをお開きいただきます。６款１目簡易水道事業債でございますが 4,１００万円を

計上いたします。 

 ３１９ページ，歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費の主な事項につきましては，まず，３２０ページの１３節委託料でご

ざいますが，耐震診断業務委託料８６７万 3,０００円は，水府・里美地区６浄水場施設の耐震診

断業務委託料でございます。料金収納業務委託料は２３１万 6,０００円でございますけれども，

簡易水道使用量の徴収業務等を上水道へ委託しております委託料でございます。その他検針業務

委託料，浄配水場等管理委託料を計上するものでございます。 

 １款２項１目の維持修繕費，３２１ページの１５節工事請負費 2,２７５万 4,０００円につきま

しては，簡易水道の各浄水場内の計測器等の経年劣化による更新工事及び浄水施設の修繕工事等

に充てるものでございます。 

 １款３項１目１５節工事請負費 3,２６１万円につきましては，里美地区の配水管布設がえ工事

等でございます。 

 ３２２ページでございますけれども，２款の公債費につきましては，簡易水道事業債ほか元金

利子合わせまして１億 3,６１４万 2,０００円を計上するものでございます。 

○議長（茅根猛君） 上下水道部長。 

〔上下水道部長 鈴木則文君登壇〕 

○上下水道部長（鈴木則文君） それでは，議案第３６号及び議案第３７号について，提案者に

かわりご説明申し上げます。 

 初めに，議案第３６号平成２４年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊の常陸太田市

公営企業会計予算書の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１条が総則でございます。 



 ４９

 第２条は業務の予定量で，給水件数１万 8,５１８件，年間総給水量５０７万 3,５５４立方メー

トル。これを１日平均給水量にしますと１万 3,９００立方メートルとなります。主要な建設改良

事業につきましては，１９億 5,５５７万 9,０００円を予定してございます。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めます。収入につきましては，第１款

の水道事業収益が１１億 9,４５０万 3,０００円でございます。これは対前年度比 1.９％の減と

なっております。次に支出でございますが，第２款の水道事業費用が１１億６３３万 3,０００円

でございます。対前年度比 0.７％の減となっております。 

 次のページに参りまして，第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。収入につき

ましては，第３款の資本的収入が１８億 3,０１１万 7,０００円で，対前年度比３３5.８％の増と

なっております。 

 次に，支出でございますが，第４款資本的支出が２２億 6,７５５万 5,０００円で，対前年度比

１５3.６％となっております。なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億 3,７４

３万 8,０００円は，当年度分消費税及び地方消費税，資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留

保資金で補てんするものといたします。 

 続きまして，第５条が債務負担行為をすることのできる事項，期間及び限度額を定めるもので

ございます。 

 次のページに参りまして，第６条が企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配

水施設建設事業で，限度額を８億 9,６９０万円と定めます。 

 第７条が一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 第８条が予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定め

るものでございます。 

 第９条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。 

 次ページに参りまして，第１０条が他会計からの補助金で，補助金を受ける金額は 3,１９１万

4,０００円でございます。 

 第１１条は，棚卸資産購入限度額で 1,３８６万円と定めるものでございます。 

 平成２４年３月５日提出，市長名でございます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ２６ページをお開きいただきます。初めに，収益的収入及び支出のうち収入でございますが，

１款１項営業収益の１目１節水道料金は１万 8,５１８件，１０億 6,８８２万 7,０００円を見込

んでおります。 

 次のページに参りまして，２項営業外収益２目７節の一般会計補助金ですが，未給水地域解消

事業の企業債利子相当分及び宮の郷工業団地の固定資産減価償却相当額分並びに繰り出し基準に

基づく繰入金で，トータルで 3,１９１万 4,０００円でございます。 

 次に，２８ページの支出でございます。２款１項営業費用の１目原水及び浄水費は１億 8,６７

７万 8,０００円で，対前年度比 0.９％の減となっております。これは瑞竜浄水場，金砂郷地区の

３浄水場及び取水施設関連の維持管理の経費を計上したものでございます。主なものは人件費の



 ５０

ほか，２９ページの１５節委託料 3,２５３万 6,０００円，１８節の修繕費 2,５９７万 9,０００

円，２１節の動力費 6,９６２万 6,０００円などでございます。 

 ３０ページに参りまして，２目配水及び給水費で１億 8,０９０万 2,０００円は，対前年度比

0.５％の増でございます。これは送配水ポンプ場，配水管，量水器などの維持管理費用でござい

ます。主に人件費，３１ページの１５節委託料 2,６５１万 6,０００円，１８節の修繕費 4,０５

８万 5,０００円，２１節の動力費 1,５９４万 7,０００円などでございます。 

 ３２ページに参りまして，４目総係費１億 4,００８万 5,０００円は，対前年度比９％の増でご

ざいます。これらの費用は管理的な経費を計上したもので，主なものは人件費，３３ページの１

５節委託料 2,０３７万円，賃借料 1,３４２万 5,０００円などでございます。 

 次，３４ページに参りまして，５目減価償却費でございますが，４億 2,５６８万 7,０００円は，

対前年比１％の増でございます。 

 ３５ページに参りまして，２項営業外費用１億 5,２８０万 1,０００円は，対前年度比 7.４％

の減でございます。これは主に１目４２節企業債利息１億 5,１８１万 1,０００円でございます。 

 次に，３６ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及び支出の収入でございます。 

 ３款１項１目の企業債は８億 9,６９０万円で，対前年度比３６6.２％の増でございます。本年

度は，２５年度内完成に向けた水道事業統合施設整備事業のため借り入れるものでございます。

２項１目工事負担金 3,６３１万 7,０００円は，下水道関連，市建設工事関連などの事業を見込ん

だものでございます。３項１目の出資金は８億 9,６９０万円で対前年度比３３6.２％の増でござ

います。水道事業統合施設整備事業に合併特例債を活用するもので，一般会計で借り入れたもの

を出資していただくものでございます。 

 次に，３７ページに参りまして，支出でございますが，４款１項１目の上水道拡張費は１８億

3,９９９万 6,０００円で，対前年度比３３4.７％の増でございます。１節委託料 3,９５９万 3,

０００円の主なものは，佐竹（低区）配水池詳細設計業務委託等，２節工事費１８億４０万 3,０

００円は，統合施設整備事業に関連する工事等でございます。２目の上水道改良費は１億 1,４７

８万 6,０００円で，対前年度比３1.７％の減でございます。２節工事費でございますが，単独事

業費が３路線，公共下水道事業関連が５路線，建設課事業関連が７路線，県工事事務所関連が２

路線の１７路線の配水管布設がえ工事及び取水ポンプ更新工事等でございます。 

 ２項１目１１節企業債償還金３億 1,１９７万 6,０００円は，対前年度比 4.４％の増でござい

ます。これは建設改良事業債の元金でございます。 

 なお，７ページから２５ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんいただきた

いと存じます。 

 続きまして，議案第３７号平成２４年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申

し上げます。３９ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１条，総則でございます。 

 第２条は業務の予定量で，給水事業所数は３社でございます。年間総給水量は６３万 8,７５６

立方メートル，これを１日平均給水量にしますと 1,７５０立方メートルとなります。 



 ５１

 第３条，収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定めます。収入につきましては，第１

款工業用水道事業 9,８０３万 2,０００円で，対前年度比 2.６％の増となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款工業用水道事業費用 7,１２４万 3,０００円で，対前年度比

5.５％の減となっております。 

 次に，４０ページをお開きいただきたいと思います。第４条，資本的収入及び支出の予定額で

ございます。支出につきましては，第１款資本的支出 4,３５９万 2,０００円で，対前年度比 1.

６％の増でございます。なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,３５９万 2,００

０円は，当年度分損益勘定留保資金により補てんするものといたします。 

 第５条が一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めるものでございます。 

 第６条が予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限るものと

定めるものでございます。 

 第７条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第８条が他会計からの補助金で，補助金を受ける金額は 4,６７０万円といたします。 

 平成２４年３月５日提出，市長名でございます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ５６ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及び支出のうち収入でございますが，

１款１項営業収益の１目１節水道料金は 3,８２１万 3,０００円で，前年度比 2.２％減の見込み

です。２項営業外収益の２目７節一般会計補助金は 4,６７０万円で，前年度比 8.６％の増でござ

います。なお，補助金の使途につきましては，営業経費の一部に充当するものでございます。４

目１１節のうち，経営経費負担金 1,２７７万 5,０００円は，前年度比 2.７％の減でございます。 

 ５７ページに参りまして，支出でございます。２款１項１目原水及び浄水費 3,３２２万 4,００

０円は，浄水場などの維持管理のための経費を計上したものでございます。主なものは１５節委

託料，１８節修繕費，２１節動力費などでございます。 

 続いて，５８ページをお開きいただきたいと思います。４目総係費 1,６２９万 3,０００円は，

前年度比 1.１％の増でございます。この経費は，人件費などの管理的な経費を計上したものでご

ざいます。 

 ５９ページに参りまして，５目減価償却費 1,５６３万 4,０００円は，対前年度比２8.８％の減

でございます。２項１目４２節の企業債利息３５６万 9,０００円は，対前年度比２0.６％の減で

ございます。 

 続いて，６０ページをお開きください。資本的収入及び支出の支出でございますが，４款２項

１目企業債償還金 4,３５９万 2,０００円は，対前年度比 1.６％の増でございます。これは，建

設改良事業債の元金でございます。 

 なお，４１ページから５５ページまで，予算に関する説明書がございますのでごらんいただき

たいと思います。 

 以上で，説明を終わります。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 



 ５２

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月７日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時２１分散会 
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